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◎ 議 事 日 程 

 

令和５年６月９日（金） 午前９時開議 

 

 議事日程第３号 

   日程第１   一般質問 

   日程第２   議案の審議、採決 

     議第４１号  令和５年度河北町一般会計第３回補正予算について 

     議第４２号  令和５年度河北町水道事業会計第１回補正予算について 

     議第４３号  河北町町税条例の一部を改正する条例の制定について 

   日程第３   請願付託案件の常任委員長報告、採決 

   日程第４   議員の派遣 

   日程第５   閉会中の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する調査の許可 

 追加議事日程第１号 

   日程第１   議案の上程 

     議員発議第３号  食料・農業・農村基本法の見直しに関する意見書の提出について 

   日程第２   提案理由の説明 

   日程第３   議案の審議、採決 

     議員発議第３号  食料・農業・農村基本法の見直しに関する意見書の提出について 

閉  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員はありません。 

   ただいまの出席議員数は14名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程はお手元に配付のとおりで

あります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

   本日は、４番東海林信弘議員からでありま

す。 

   ４番東海林信弘議員の一般質問を行います。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） おはようございます。 
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   それでは一般質問をさせていただきます。 

   質問事項の１は、道の駅河北のリニューア

ルオープンについてお伺いいたします。 

   道の駅河北ですが、平成６年４月にオープ

ンし、県内では２番目に開設された道の駅で

あり、約30年が経過し建物の老朽化が進んで

いる状況です。 

   令和５年２月の議員全員協議会へ示されま

したが、鉄筋コンクリート造りの建築物の耐

用年数から計算した場合、今後十数年の運営

期間と想定し、必要最小限の修繕工事等を施

した上で立地を生かした町のランドマーク施

設として運営展開していくと説明がありまし

た。 

   各階の機能としては、１階では、河北町の

観光・イベントなどの情報発信、町内産品を

中心とした物産販売、アイスクリームなどの

提供で、河北の情報発信のためのインフォメ

ーションフロアとしての位置づけ、２階は、

河北のひと・もの・ことの魅力発信のための

フリーフロア、３階は最上川と河北の四季の

景色を楽しみながらフードフロアと説明され

ました。 

   施設の管理運営方法として、令和５年度以

降の道の駅河北は、べに花の里振興公社を念

頭に事業計画書の提出などを通じ、協議を重

ね、指定管理者の決定に向けて進めていく方

向と認識しています。 

   ワイナリー併設型の道の駅整備計画は白紙

になり、そのときの最終の方向性としては、

これまでの通過型の道の駅から脱却し、地域

のショーケースとして機能を持った目的地型

の道の駅を目指す考えが示されました。 

   しかし、町長の就任時には、道の駅が目的

地という着地型の観光施設ではなく、通過型

で町なかに誘導する役割を担う施設に位置づ

け活用を追求したいと述べられていました。 

   事業の計画内容によっては、道の駅の方向

性も変わってくるとは思いますが、道の駅の

あるべき姿を見失っているのではないか、本

来の道の駅のあるべき姿は何なのか、考えを

しっかり持っていただいて進めていってもら

いたいと思います。 

   そこで、質問要旨の１は、道の駅河北のリ

ニューアルオープンに向けた事業進捗はどう

なっているのか、またどんな道の駅を目指し

ているのか改めてお伺いいたします。 

   次に、質問事項の２つ目は、田井橋再架に

ついてお伺いいたします。 

   田井橋再架促進期成同盟会は昭和57年に立

ち上げられ、約40年間活動されてきています。

現在の河北町田井地区と天童市成生地区を結

ぶ谷地街道の要衝とされた橋を復活させよう

と運動が展開されていることは、皆さんもご

存じのとおりと思っております。期成同盟会

があるものの、なかなか進展せず停滞してい

るのが現状です。 

   期成同盟会の会合の中で、なぜ田井橋再架

は前に進まないのか質問をさせていただきま

した。最上川左岸溝延地区の無堤区間がある

からなかなか話が進まないとの答弁でした。 

   田井橋再架については以前にも一般質問を

させていただきましたが、やはり答弁は同じ

で、無堤区間の解消が田井橋再架の前提にな

っていて、要望だけは継続していくとのこと

でした。 

   積み上げてきた運動の火を絶やしてはいけ

ない、そんな思いから期成同盟会では、平成

29年度の架橋の前段階として、最上川左岸の

無堤区間への築堤を要望してきたところです。 

   令和２年７月の豪雨により、甚大な災害が

発生してしまいました。人の命を守り、財産

を守っていくためにも、最上川左岸の無堤区

間への築堤事業が急速に計画され、令和８年

度完成を目指し事業が進められています。 

   溝辺地区の無堤区間が解消されることが前
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提とされるならば、田井橋再架に向けて取り

組んでいかなくてはと考えるところです。 

   そこで質問要旨の１つは、交流人口の拡大

やまちのにぎわいの創出、また道路ネットワ

ークの形成を考え、田井橋再架こそが重要に

なってくるのではないでしょうか。田井橋再

架に向けた町の考えを改めてお伺いいたしま

す。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます。 

○丹野貞子議長 ４番東海林信弘議員の一般質問

に対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ４番東海林信弘議員の一般質間にお答えい

たします。 

   最初に、道の駅河北のリニューアルについ

てお答えいたします。 

   道の駅河北のリニューアルオープンに向け

た事業進捗とどんな道の駅を目指しているの

かについて申し上げます。 

   道の駅は、道路利用者への安全で快適な道

路交通環境の提供、そして地域振興に寄与す

ることを目的とした施設であります。24時間

無料で利用できる駐車場やトイレなどの休憩

機能、道路情報、地域の観光情報などの情報

提供機能、文化教養施設、観光レクリエーシ

ョン施設などの地域振興施設で地域と交流を

図る地域連携機能という３つの機能を基本コ

ンセプトとしております。 

   現在、町が設置している道の駅河北は、山

形空港、山形新幹線、東北中央自動車道等を

利用して河北町に訪れた方々が初めて目にす

る施設であり、言わば人と物の流れの玄関口

に所在しております。 

   平成５年に建設され、平成６年４月１日に

オープンした道の駅河北は、オープン以来、

数社の町内事業者が管理運営を行ってまいり

ましたが、平成30年３月に当時の指定管理者

が降板してからは、部分的な運営にとどまり、

施設全体を使用する運営体制に至っていない

状況であります。 

   また、令和元年度に道の駅河北検討委員会

を設置し、管理運営について検討を重ね、新

たな指定管理者を指定し再スタートを試みま

したが、基本協定の締結には至りませんでし

た。 

   これらの状況を踏まえ、現在、株式会社河

北町べに花の里振興公社と今後の管理運営に

つきまして、鋭意協議を継続しているところ

であります。 

   今後の具体的な進め方といたしましては、

現在、河北町の観光協会が、観光案内など管

理業務を１階で行っておりますが、７月から

株式会社河北町べに花の里振興公社が管理業

務等を開始し、１階の物産品等販売の拡大及

び充実を図り、３階の食堂の運営を準備がで

き次第早急に開始したいと考えております。 

   その後、事業計画書の提出などさらに具体

的な協議を重ねた上で、10月に指定管理者候

補者の決定、12月に指定管理者の指定を行い、

令和６年、来年４月１日からの指定管理開始

を目指してまいります。 

   令和６年４月１日のリニューアルオープン

に向け、道の駅河北の設置目的である住民福

祉の増進及び本町観光業の発展並びに地域の

活性化に寄与していけるよう、株式会社河北

町べに花の里振興公社と検討を重ねてまいり

ます。 

   次に、田井橋再架に向けた町の考えについ

てお答えいたします。 

   田井橋につきましては、明治22年、村山地

区において最上川に初めて架橋されたもので、

昭和16年に廃止になるまで、半世紀の間、村

山地方の交流の要衝として地域の発展に大き

く貢献を果たしてまいりました。 
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   田井橋再架の実現を図ることを目的に、河

北町と天童市で組織する田井橋再架促進期成

同盟会が昭和57年に設立され、再架橋につい

て調査研究として、河北町と天童市を結ぶ乱

川橋付近で交通量調査を毎年実施し、田井橋

再架への必要性・重要性について研究してい

るところであります。 

   この田井橋再架が進まない理由については、

議員からもご指摘ありましたとおり、寒河江

川合流地点から柏川合流地点までの溝延地区

最上川左岸が無堤区間となっており、この無

堤区間に田井橋再架橋の位置が入っているた

め、この無堤区間の解消、築堤が田井橋架橋

の前提となっていたため、なかなか進展して

いない状況でありました。 

   しかし、甚大な被害をもたらした令和２年

７月の豪雨災害を受け、溝延地区の最上川左

岸築堤事業が大きく前進することとなります。 

   町といたしましても、安全・安心な都市づ

くりにおける道路網の強化は、災害時の代

替・補完機能を果たし、近接する地域との連

携強化や物流機能の確保を図る上でも重要で

あり、広域的な文化・経済の交流発展も含め、

田井橋再架はもちろんのこと、谷地橋を含む

国道287号の４車線化や河北橋改良なども含

め、本町の将来発展に大変重要な位置を占め

ていると考えております。 

   引き続き、西村山地方開発重要事業の要望

に盛り込み、早期実現に向けて働きかけてま

いりたいと考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） ご答弁ありがとうご

ざいました。再質問をさせていただきます。 

   まず、道の駅についてですが、道の駅の目

的、造る目的、営業する目的なんですが、前

回ワイナリーを併設している道の駅を考えた

ときに、通過型の道の駅から脱却して、地域

のショーケースとして機能を持った目的型の

道の駅に変えるんだという話をお伺いしてお

ります。ただ、町長が就任したときには、目

的型というよりは、そこの道の駅を通って町

なかに観光客、お客さんを誘客するんだとい

う目的がありました。その目的が今ぶれてい

るんではないか、そう考えるんですが、今考

える道の駅は通過型の道の駅なのか、それと

も目的地型の道の駅を目指しているのか。は

たまた、とにかく早くオープンさせたい道の

駅なのか、その辺の町長の考えをお伺いした

いと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 道の駅の目的、目指すべき機能

でありますけれども、今申し上げましたよう

に、端的に通過型か着地型かという、どっち

ですかということよりも、まず道の駅は情報

発信であり、町の魅力、そして広域的な交通

情報も含めて、そういった提供するという複

合的な目的がありますから、それに沿った道

の駅でならなければならないと。そこは前提

にございます。 

   そして、とりわけ道の駅の機能、今ほどの

答弁で申し上げた機能を考えれば、様々な制

約はある道の駅であることは否定いたしませ

んけれども、その立地からして町の中に人を

呼び込み、さらに広域的な流れの中で皆さん

に立ち寄っていただける、そういった道の駅

を早急に機能回復させたいというのが私の就

任時の考えでもあり、今もその考えは変わっ

ておりません。 

   ただ、そういう中で、どこにでもある道の

駅というよりは、どこにでもある道の駅の中

では比較的施設的には制約のある中で人を呼

び込む、町の中に人を呼び込むというのは最

終目的でありますけれども、道の駅自体にも
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立ち寄ってもらえる。１階から３階までの道

の駅の機能、これをしっかり発揮できる指定

管理先を、パートナーを見つけて、できるだ

け早くオープンさせたい。これは一貫してお

ります。 

   とりわけ地域商社の発足も含めて、何とか

道の駅を運営していくということを追求した

わけでございますけれども、当然、立ち上が

りのこれからという地域商社が、加えてワイ

ン構想も含めて進めていくという上では、道

の駅自体での収益、ビジネス、そこをきちっ

と確立して持続的に管理運営できる、指定管

理できる、そういったフレームをつくってい

くということが商社側にとっても必要でした

し、町としても継続的な安定した道の駅の機

能を維持していくと、発揮していくという意

味では、そこに対する町の中へのにぎわい、

あるいはさらに次の地へ行く、その道の駅の

機能に加えて、道の駅自体にビジネスモデル

としても成り立ち得る経営を目指すべきと、

その考えを消費者といろいろ追求している中

で出てきたのが目的地型であります。 

   なので、それをぶれているというふうに評

価するか、道の駅の機能を早急に今の道の駅

の立地を生かした、今の道の駅をどう生かし

ていくかというところについて早急に取り組

んでいきたいというところは、私としては一

貫していると。それを今、公社と協議を重ね

ているということであります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） ちょっとベニバナず

らしていいですか。 

○丹野貞子議長 はい。 

○４番（東海林信弘議員） 町長の考えは分かり

ました。ただ、目的が明確でないと、目指す

目標が明確でないと、その場しのぎで事業が

起こって、こういった事業がいいねといった

としても、それはなかなか成功するわけがな

いと思うんです。やっぱり真の目標を明確に

して、いやいや早く立ち上げないとならない

んだ、今サクランボの時期が本当に来ている

から、観光客いっぱい来るから、そこで河北

町のいいところを見ていただきたいんだとい

う思いも確かに分かります。ただ、今まで休

館まがいの観光協会の人にご協力をいただい

て、なかなか細々とやっている道の駅なんで

すけれども、それは確かにありがたい話です

けれども、本当にやっぱり事業を考えるんで

あれば、もう少し先を見て、その場しのぎで

はなく。 

   それで、６月の補正予算も出ていますけれ

ども、７月には今度３階の飲食店も準備でき

次第、開店したいんだ、やりたいんだという

話もお伺いしていますけれども、それも何か

ただできるだけ早くオープンしたいという気

持ちのほうが強くて、そう取らざるを得ない。

何を目的にその道の駅を頑張っていくのか。

町長の就任以来、ゲートウェイタウン構想、

要は玄関口だということでいろいろあります

けれども、あとで、287号線の４車線化もちょ

っと触れさせてはいただきますが、そういっ

た中で、ほかのお客さんを河北町に呼び寄せ

る、そういった力がなかなか見えてこない。 

   今回ワイナリーの併設型の道の駅が白紙に

撤回されて、何か町としての道の駅に対する

熱量が減ってきているんではないか。とにか

く、町長の話がなかなか出てこない。いやい

や、やっぱりみんなで考えてあの道の駅を成

功させるという思いが本当に足らないような

気がします、私個人的には。 

   そうすればやっぱりもっといろんな案が出

て、検討会、いろいろ出てくると思います。

今現在は検討会もなしに町の行政側で頑張っ

て頑張って考えられている。それはもうご努

力は察しますけれども、やっぱりそういった

今までに道の駅が休館、休館ということでず
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っと寂しい思いをしてきたあの建物。そうい

った中でやっぱり真剣にもっと目的を持って

事業に取り組んでいただきたいなと思って今

回一般質問をさせていただきました。 

   道の駅の基本コンセプトというのは、やっ

ぱり24時間無料で利用できる駐車場やトイレ、

あとは地域の観光情報の情報提供の機能、ま

た文化教養、観光レクリエーション施設など

の地域振興施設で地域連携の機能という３つ

の機能を、それをコンセプトにしている。そ

れはどこも同じ、道の駅を持っている自治体、

地域の方はそう思っているでしょう。ただ、

それをどれだけその地域で、自治体でその力

を降り注ぐか。特色のある道の駅になってく

るのではと私は考えるところです。 

   令和元年度に、道の駅の検討委員会を発足

して、いろいろ皆さんの考えや意見をいただ

いて、管理運営について等々重ねてきたこと

は大変評価するところであります。ただ残念

なことに基本協定の締結に至らず、道の駅、

白紙になってしまったわけですけれども、案

外本当にやっぱり先ほども述べましたけれど

も道の駅に対する熱量が一気に下がってしま

ったのかな。あまりワインを冷やし過ぎたの

か分かりませんが、そういったところで何と

なく道の駅に対する町の考えがぶれぶれにな

ってきているのかなということで、私は今現

在思っているところです。 

   基本コンセプトは理解します。近隣の東根

市では道の駅の構想、今出ています。道の駅

の構想が出ているときに、東根市では今現在、

県の新広域道路交通ビジョンや道路交通計画

等も掲げられていますけれども、それにのっ

とって東根市の新しい2027年に構想はなって

いるかもしれませんが、その構想で防災の道

の駅といううたい文句で計画を立てているは

ずです。近隣を見てみますと、左沢、大江で

すか、道の駅、あれは来年の令和６年の予定

で何か考えていると。あとは山形、新しく新

規の道の駅も考えられているようですけれど

も、そういった中で今現在道の駅を早くオー

プンしなければいけないというものの、近隣

の道の駅では防災機能を持った道の駅、そう

いったことも考えられているんです。 

   ３階の食堂を早く出したい気持ちは分かり

ますけれども、そういった長い目で見た、長

期スパンに立って道の駅を、せっかくここま

でお休みさせていただいたりとかいろいろや

っているわけですから、そこまで考えていっ

ていただかないと、これからの先、道の駅、

本当に継続していけるのかどうか。その辺、

今から目指す道の駅をどう考えているのか。

町長、お伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 まずは、当面、これまでの議会

での様々な議論の中でも申し上げてまいりま

したけれども、先ほどの答弁にも触れさせて

いただきました。今の建築物の耐用年数も考

えれば、今後十数年という中です。その中で

今の道の駅を町のランドタワーとして、まさ

に玄関口にある建物として、しっかり活力を

メッセージとして発信でき、寄っていただけ

る、そして町なかに呼んでいただける道の駅

として、これはしっかりしたコンセプトで進

めていかなければならないということは前提

に置いた上でありますが、可能な限り早くそ

の機能を発揮していけるよう取り組んでいき

たい。それが今申し上げている今の道の駅に

対する考え方でありますし、これは就任以来

変わっておりませんし、その考え方で必要最

小限の修繕を施した上で、魅力ある寄ってい

ただける道の駅として早期の再開を目指して

いきたい。 

   その上ででありますけれども、本町におけ

る道の駅、今の道の駅をその建物の耐用年数

というものを見極めた中で、どう道の駅を整
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備していくのか。ということは、その先のま

ちづくりのグランドデザインにも関わる大き

なテーマになってくるというふうに思ってお

ります。その問題意識は持っておりますが、

現時点において今の道の駅をしっかりやって

いくと。その中で追いつけということよりも、

町としての将来のまちづくりの根幹に関わる

ところの次代を見据えた道の駅の在り方とい

うことについては課題としてはあるというふ

うに私は認識をしておりますけれども、まず、

今の私が明確に申し上げられるのは、今の道

の駅をいかにしっかりやっていくかというと

ころを進めていくということであります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 先ほどから今の道の

駅、それをうまく活用してやっていくんだと

いう答弁です。ただ、私個人的に思うには、

あの道の駅を今からずっと使って十数年、コ

ンクリートの耐用年数を考えたら十数年運営

していけるという話なんですが、なぜそこの

道の駅にこだわるのか。今から修繕費用だっ

て相当かかっていくはずです。いろんなこと

が起きて、今現在も調理場とかそういったい

ろいろ、事業の内容によってはかかってくる

でしょう。 

   ただ、30年たった鉄筋コンクリート造りの

建物、建築物が耐用年数を十数年、あとは残

り使っていけるんだという考えは分かります。

ただ、それが制約になってなかなか目的、目

標を達成できない道の駅をつくろうとしてい

るんではないですか。それで思い切った施策、

やれないんですかね。何でそこにこだわる必

要があるのか。事業費とかいろいろお金のか

かるもの、いろいろあると思います。ただそ

この制約があるからこそ限られたスペース、

限られた施設でやるしかないから、そういっ

たことでちまちま、ちまちまやっているよう

な、毎回休館に追い込まれるような事業形態

になっているんではないですか。その辺、ど

うお考えですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 道の駅をめぐる歴史もございま

すけれども、高速道路が南から北へというこ

とでつながりました。そして、空港も近いで

す。今の道の駅の利点はいっぱいあると思い

ます。否定的な見方多いですけれども、私は

そこに生かす価値があるというふうに考えて

おります。その機能を発揮しないでいくとい

うことは町にとって大きな損失であると思っ

ているから、こだわっています。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 東の玄関口と言われ

ている高速道路、あと山形空港、河北町にと

っての東の玄関口、そういったところの立地

条件がいいからあそこの場所にこだわる。そ

れは分かります。ただ、その場所であの鉄筋

コンクリート、残り十数年と考えられている

かどうか分かりませんが、そこで今から先を

見据えた道の駅がうまく運営できるのか、そ

の辺が不安なんです。立地状況は、確かに町

長がおっしゃるようにすばらしい立地条件で

す。ただその立地条件を生かした道の駅が今

現在どう考えられているのか、そこでお聞き

します。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 申し訳ありません、議員のご質

問にちょっと頭ついていけなくて、非常にじ

くじたるものがあるんですけれども、今町に

とって損失だというふうに申し上げましたけ

れども、高速道路、あるいは空港、様々な交

通的な立地、そして河北町の玄関口、そうい

ったところの今の建物を活用しながら、ただ

オープンすればいいんではないかということ

でとにかく急いで急いでいるんではないかと

いうご指摘なのかということで、どうお答え

したらいいか、私の頭で整理できなくている
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んですけれども、一つはインターとか空港と

か新幹線とか、そういったあと仙台からの町

への呼び込みも含めて、首都圏からの呼び込

みも含めて、全国ネットワークの交通要衝の

中で、そして空港ということであれば、今後

インバウンド的なところも始まります。そう

いった意味から、道の駅を１階だけで細々と

やっていくという事態は、これは町にとって

大きな損失だなと。今の来年再来年、５年先

ということを考えた上でも損失だなと。 

   そしてまた、近くには、観光・交通そうい

った広域的な利活用もありますけれども、遠

くない距離に、道路の整備はなかなか一気に

はいかない状況ではありますけれども、産直

施設あり、ひなの湯ありということで、287

号線は非常に大きな交通の流れの要衝だと思

っています。そういった中で、いろんな施設

との連携も含めて、いかに今の道の駅をリニ

ューアルオープンしていくかということと併

せて、そこでの様々な展開、オープンしてい

く中での様々なトライというものがなければ

ならないというふうに思っています。 

   その一つとして、どういうふうに活力ある

道の駅に今の道の駅をしていくかというとこ

ろについては、しっかり継続的に考えていく

必要があると思います。ただ、大きな町のグ

ランドデザインとしての道の駅を、今の道の

駅に最後の最後まで、10年、20年、30年とこ

だわって展開していくのかどうかと。そこの

点については、さらに別途の十分な検討が必

要になってくる大きな課題だというふうに思

っております。答弁にならないかもしれませ

んけれども、以上であります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 私の質問の内容がち

ょっと悪かったかなと反省していますが、今

町長答弁の中にも、やっぱり道の駅を生かし

た、周辺には産直、ひなの湯、ひなの宿、い

ろいろあるという話でしたけれども、それに

直結していろいろ今の道の駅を利用するんで

あれば、そういった先を見据えた構想だって、

話だって、夢物語だって出てきてもおかしく

ないと思うんです。なかなか全然そこの道の

駅だけで、今から３階の食堂を準備でき次第

開けますよとか、そういった話ではないと思

うんです。 

   もっと先を見据えた道の駅、先ほど私は防

災機能を持った道の駅というご紹介させてい

ただきましたけれども、その防災機能を持っ

た道の駅というのは、災害用のトイレ、トイ

レというものは今の道の駅でもありますけれ

ども、自家発電装置などの整備、あとは毛布、

食料品などそういった緊急時の備蓄品をスト

ックするところ、また耐震の貯水槽など、あ

るいはヘリポート等々、防災機能ということ

で今うたわれていることだと思います。 

   それを東根さんの新しい「よってけポポラ」

の東隣に構想されているということで話は伺

っているんですが、大江町のほうでもそうい

った形で道の駅を進化させようという話もお

伺いしております。計画に載っているようで

すけれども、それと付随して河北町も、せっ

かく今休館ではないですけれども、その辺に

なっているんですから、もっと新しい視点で

道の駅を再生していこう、そういう考えは本

当にないのかどうか。 

   それを、ただ立地条件がいいから、今の建

屋が十数年まだもつから、あの道の駅に本当

にこだわるんだということを抜きにしたら、

その防災の機能を持った道の駅を考えられな

いのか。いやいや、あそこの今建っている道

の駅で防災機能を持った道の駅として生まれ

変われるんだ、生まれ変われるようにするん

だとか、そういった先を見た、もっと少し夢

物語でもいいんですけれども、そういったこ

とでやっぱり皆さんに町民の方に安心してあ
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の道の駅すごくよくなったねとか、そういっ

たことを言ってもらえるような構想とか、そ

ういった考えはないものか。 

   ただ、３階の食堂ができるから、７月頃に

準備でき次第やりたいとか、そういったこと

ではなくて、いやいや、それは振興公社のほ

うにも大変な負担はかかってくると思うんで

すが、それも今協議している段階だと思いま

すけれども、その辺も含めて、やっぱり住民

にとっても本当に大切で、目的・目標を明確

にしないと、また話がこじれて、それでまた

休業になる可能性だって、否定的な話ばっか

りして大変申し訳ないんですけれども、そう

いった話になってくるんではないかとすごく

心配しているんです。だから町民の皆さんも

道の駅はどうなるんだと、何になっていくん

だ、どう考え、何であのところにこだわるん

だ、そういう話がいっぱい出てきているんで

す。 

   それを町長はやっぱりもったいない、もっ

たいないという話ではなかったかもしれませ

んけれども、すごく立地条件もいいし、それ

をうまく機能を理解してやっていきたいんだ

という考えは分かります。ただその考えだけ

で、実際問題本当にうまくいくのか。その辺

もちょっと疑問符がつくところです。その辺

も含めて、今後やっぱり道の駅に関しては、

町長の肝煎りで頑張っていただきたいと思い

ますが、本当に何かワイナリーの白紙になっ

てから熱量が下がって大変な思いをされてい

るとは思いますけれども、やっぱり東の玄関

口というのであれば、早急に事業構想を練っ

て、やっぱりお知らせしていただきたいなと

いう私の強い思いです。 

   また、今、振興公社と協議を重ねていくと

いうことなんですけれども、令和６年４月１

日のリニューアルオープンに向けて、道の駅

河北の設置目的は住民福祉の増進及び本町観

光事業の発展並びに地域の活性化に寄与して

いけるよう振興公社と検討を重ねていくとい

う答弁がございました。例えば、その答弁が

あった検討の内容というのは、今聞くことっ

て可能ですか。教えていただくことって可能

ですか。 

○丹野貞子議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前９時３９分 

     再 開  午前９時３９分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   「河内副町長」 

○河内耕治副町長 私からお答えさせていただき

ます。 

   振興公社のほうをお預かりしているので私

からお答えいたしますが、現在、町の担当窓

口であります商工観光課と振興公社というこ

とで、以前にも振興公社が指定管理者が替わ

るときに、その間の隙間を埋める形で公社の

ほうで業務をやらせていただいたという経験、

実績がございますので、その辺のノウハウが

ございますので、そこを十分に生かしていき

たいというふうに考えております。 

   具体的には、河北町として非常に対外的に

宣伝効果の高いものが、例えば飲食物であれ

ば冷たい肉そばですとか、ソースカツ丼です

とか、あるいは、最近ご商売がちょっと都合

でストップしてしまったお餅を提供するとこ

ろとかございました。そういったところで扱

っておりましたいろんな町の食べ物ですとか、

あるいは最近になってですけれども、主に土

日、あるいはゴールデンウイークのときにも

たくさん来ていただいたんですが、谷地橋の

近辺の河川敷のほうでキャンプをなさるお客

様が非常に増えております。現在、観光協会

さんのほうで１階の業務を担当していただい

ているんですが、そういったことを目の当た

りにしておりまして、そういったキャンプで

来られたお客様に対して、キャンプでいろん
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な必要なものが出てきた場合に、その要望に

応えられるような必要となるものを準備して

販売してはどうかとか、そういった今の時代

に合ったような要望に応えられるような工夫

をしまして、道の駅というものを進化させる

といいますか、今の時代に合ったような形で

運営していければということで、振興公社の

ほうといろいろと話をさせていただいている

ところでございます。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 今協議なされている

内容、まだ構想段階でなかなかはっきりとは

言えないという部分もあるかと思いますけれ

ども、やっぱり今副町長がおっしゃったよう

に、谷地橋の下にはデイキャンプ、一人キャ

ンプ、知りませんが、なかなか数が多くあそ

こには人が来ています。そういったことを含

めて、前もそういった話でカヌーの講習会を

やろうとか、そういった形で道の駅を発展さ

せようという話も前に何かをお聞きしたこと

があるんですが、そういったこともやっぱり

今からの時代の流れでやっていくんだという

考えはよく分かったつもりです。ありがとう

ございます。 

   谷地の飲食店さんがちょっとあったという

話もお聞きして、ああ、そうなんだというこ

ともちょっとお伺いしたことはあるんですが、

なかなかうまくいかなかったのかなというこ

とでちょっと残念に思うんですが、そういっ

た形でみんな地域からの力をお借りしてあの

道の駅を成功させるという気持ち、その気持

ちが本当に大切なんではないかなと思います。 

   令和６年４月１日のリニューアルオープン

に向けたということで、住民福祉の増進及び

本町観光事業の発展並びに地域の活性化とい

うことで上げられていますが、これは多分機

能の多様化ということで、地域福祉の向上と

か、いろいろ道の駅には併せ持った役割があ

ると思います。その地域の福祉の向上に資す

る地域センター型の道の駅ということで整備

していただいて、本当にここの道の駅、建っ

ていてよかったなという思い、それが出てく

るようにやっぱり事業を発展させていってい

ただきたい。 

   ただ、決断するときは決断していただいて、

その施設ではちょっと足らないな、もっと事

業展開やりたいなと思ったら、やっぱり決断

しなければいけないときは決断していただか

ないと、そこにこだわる意味がなくなってく

ると思います。その意味を履き違えないよう

に、やっぱり河北町の玄関口として発展させ

ていってほしいと、私個人的に思っておりま

す。 

   どうかひとつ道の駅に対しては、ワイナリ

ーは非常に残念なことだったと思いますけれ

ども、あれだけ盛り上がったワイナリー併設

型の道の駅だったんですけれども、そのぐら

い盛り上がるような事業構想をまた新たに立

てていただいて、可能な限りあの場所ででき

るんだったらやっていただく。ただ不可能な

ときもあると思います、その事業の内容によ

っては。その事業の内容によって着地型、目

的型とかいろいろ、様々私は言わせていただ

きましたけれども、そういった合うやつ、や

っぱりみんなに喜んでいただけるような道の

駅、それを築き上げていっていただきたいと

思います。 

   やっぱり決断するときは本当に町長、決断

していただいて、あの場所がいいのか悪いの

か、あとははたまた河北町の公的施設を利用

して、そういったことであの道の駅を発展さ

せるということでよろしくお願いしたいと思

います。 

   次に、質問事項２つ目に入らせていただき

ますが、田井橋再架ということで、今回の令

和６年度、議員全員協議会の中でも西村山地
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方開発重要事業要望書（案）ということ載せ

ておりました。これは毎年相も変わらずずっ

と載っている要望書です、287号線の４車線化

含め。 

   町長答弁にもありましたが、やっぱり田井

橋ということで私も昭和57年に期成同盟会が

できたということは、本当に記憶が鮮明に残

っています。それはなぜかというと、私が昭

和57年に会社員になって天童に通っていまし

た。やっぱり相当、私は村山橋のほうから天

童に入って仕事に行っていたわけですけれど

も、すごく冬期間の渋滞発生して、会社に行

きたくなくなるぐらいの渋滞で、冬期間です

からやっぱり道路は路面が凍結していて、渋

滞で車の熱量で道路の雪が解けるんです。そ

のぐらい40分も１時間も村山市のたもとでず

っと待っていて、そのときまだ携帯電話もな

かったので、会社に電話したくても電話でき

ないような状態で、公衆電話だってあそこの

付近にはなかったので、無断遅刻というかね、

そういったことも多々ありました。ストレス

もたまります。 

   そういったことで、やっぱりこの河北町は

橋がないとどこにも行けない。どこにも買物

も行けない、会社にも行けない。要は橋が要

になっています。ＪＲとかあれば別にいいん

ですけれども、またいもこ列車、そこを走ら

せてくださいと私は本当はお願いしたいんで

すが、何でいもこ列車かと調べましたけれど

も、あの煙突の形が里芋のような形でいもこ

列車という話だったんですね。それを脇に道

路をいもこ列車と車が走る、そういった形が

すごくいい光景だったなと。この間、新聞に

載っていたのか忘れましたけれども、何かネ

ットで見たんですが、そういった話もござい

ました。 

   ただ田井橋というのは、やっぱり谷地橋あ

って、河北橋あって、私の住んでいる溝延に

は溝延橋があって、溝延橋は寒河江に行って

終わりなんですが、谷地橋は東根方面、最上

川の堤防を行って、成生地区には抜けられる

んですけれども、あと河北橋、いろいろ多々

橋については課題が多くていろいろあると思

うんですが、ただ河北町としては橋、特に田

井橋、私個人的には。田井橋をやっぱり再架

していただかないと、交流人口の拡大にもな

りますし、町のにぎわい、またあとは人口減

少、その辺も少し解消できるんではないかと。

天童に通う人って結構多いんですよ。それを

谷地橋を使って、ああ、ストレスたまる、嫌

だな。だから、天童に住んだりとか、東根に

住んだりとか、あとは天童・寒河江間の村山

市を通っていくと、やっぱり天童に住もうか

なとか、いろいろそういった話も出てきます。 

   要は、やっぱり私は田井橋が早急に再架な

らないのかなという期待を含めて、今回たま

たま、誠に被害に遭った方には大変申し訳な

いんですけれども、令和２年７月の災害に遭

って、やっぱり住民の命と財産を守るという

意味で築堤事業を進められていて本当にうれ

しく思っています。ただそのうれしい反面、

いや、せっかくだから田井橋もという私の拙

い夢なんですけれども、早期に再架してくれ

ないかなという思いでいます。ただ町長答弁

の中にも、やっぱり橋の課題にしては、河北

橋の改良、または谷地橋４車線化のこと、田

井橋も含めてですけれども、やっぱり橋がな

いと河北町は本当にスムーズな交流も図れな

いし、行き来もできないし、そう思います。 

   谷地橋の４車線化の答弁がありましたので

ちょっとそこに触れさせていただきますが、

谷地橋の４車線化も、以前田宮前町長のとき

ですかね、谷地橋の４車線化の実現に向けた

町民大会、平成29年11月に実施しています。

それを実施して以来、何か４車線化の火が消

えかかっているような気がするんです。その
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辺、田井橋ももう本当に消えかかっているん

ですけれども、今、クローズアップされてい

るのはやっぱり河北橋の老朽化、架け替えと

かいろいろ話はあるんですが、河北町で橋が

本当に重要だということ、町長の認識を再度

お伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私も先ほど東海林議員の天童の

ほうに通われた橋に対する自らの思い、聞か

せていただきましたけれども、私も全く河北

町という町を考えたときに、非常に立地条件

のいいコンパクトで、先ほどの道の駅の質疑

の中でも申し上げました立地、これは河北町

全体にも当てはまる立地だと思っています。

そういう意味でいうと、鉄道がないというよ

うなことも言われますけれども、非常に恵ま

れた立地にある町だと。この立地を生かして

いくためには、やっぱり橋、これは大きなま

ちづくりに関わる課題だというふうに思いま

す。これは地域の発展を考える上でも、リダ

ンダンシーというか、災害時の対応にしても、

非常に安全・安心、あるいはこれからの成長

ということを考えた上でも、橋というのは河

北町にとって大きなテーマだと。 

   とりわけ河北橋にしても、谷地橋にしても、

田井橋にしても、これは県の管理に関わる橋

になってまいります。そういった意味でなか

なか状況が変わらない中で、何とか河北町と

しての橋に対する重要な位置づけを維持しな

がら、新たな展開に向けて新たな段階へと踏

み出すべき契機となるような、そういった動

きというものを一つ一つ積み重ねていきなが

ら対応していくべき重要なことだろうなとい

うふうに思っております。 

   そういった意味で、重要事業の中にも今あ

りました３つの橋も位置づけながら継続的に

取り組んでいるわけでありますけれども、単

に声を上げていくというだけでなく、状況の

進展、あるいはこれからの交通整備、災害上

の必要性、そういった観点からより河北町と

してはもちろんですけれども、広域的な視点

にも立った働きかけ、あるいはそこに架ける

重要性というものを訴えられるよう工夫して

運動を展開していかなければならないという

ふうに思います。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） いろいろご答弁あり

がとうございます。橋にかける思い、町長の

話も理解したつもりです。やっぱり災害時と

なりますと橋が重要な拠点というか、通り道、

道路になっていまして、先ほど道の駅の話も

させていただきましたけれども、道の駅だっ

てやっぱり災害時の拠点として利用できるわ

けですから、その辺も含めたトータル的な考

えでやっぱり事業を進めていっていただきた

いと思います。 

   これはお願いですけれども、橋に関しては

県の管轄というお話をさっき町長がされまし

たけれども、町長の人脈を生かして県に働き

かけて強く要望していただきたいと思います。

ただ書面で書くだけではなく、人脈を生かし

た対面での要望、よろしくお願いしたいと思

います。 

   以上で終わります。 

○丹野貞子議長 以上で４番東海林信弘議員の一

般質問を終わります。 

   ここで10時10分まで休憩とします。 

     休 憩  午前 ９時５４分 

     再 開  午前１０時０７分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、11番奥山英幸議員の一般質問を行い

ます。 

   「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） おはようございます。 

   これより通告書に従い、一般質問をさせて

いただきます。 
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   新人でありますので、不慣れなところや分

かりづらい説明、聞き取りづらい部分等ある

かと思いますが、精いっぱい質疑をさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

   私からは、河北町の学童保育について３点、

県立谷地高等学校について１点、質問させて

いただきます。 

   まず、河北町の学童保育の方向性について

伺います。 

   我が町、河北町は位置的に山形県の中心に

近い位置にあり、近隣地域や隣県の宮城県や

遠方都市への移動は、高速道路のインターや

山形空港に近いこともあり、立地としては比

較的恵まれた環境下にある町と考えておりま

す。 

   しかしながら、令和に入り、河北町におけ

る人口減少は予測していたものより加速度的

に進んでおり、町の人口は、昭和35年の約２

万7,600人をピークに、現在は約１万7,200人、

2040年には１万4,000人を下回る予想がされ

ております。 

   第８次河北町総合計画での2030年度の将来

目標人口として１万6,600人を掲げておりま

すが、その目標を達成し、かつ人口減少に歯

止めをかけるには、河北町で生まれ育った若

者が河北町にとどまり生活をする、また一時

的に町外で生活したとしても地元へ回帰する、

町外の方や子育て世代の夫婦が河北町を選ん

で移住してもらうなどが非常に重要なことで

あり、次世代を担う多くの子供たちを河北町

で育成することが定住人口の増加につながる

のではないかと思います。 

   中でも、子育て世代の夫婦が安心して子育

てを行える環境づくりを積極的に行い、より

多くの子育て世代の方より河北町を選んでい

ただけることが重要かと思いますが、選ばれ

る選択肢の一つとして、幼稚園やこども園、

学童保育の充実が重要ではないでしょうか。

町内の保育施設は11か所と比較的充実はして

いるかと思いますが、うち学童保育の４か所

については、ほか市町村と比べ町からのサポ

ート体制が不足しているところが見られます。

そのことについて、以下質問をさせていただ

きたくお願いいたします。 

   １点目、学童保育における委託費用に関す

る委託交付額については、厚生労働省子ども

家庭局子育て支援課健全育成係より、交付額

の算定方法について指針が出されており、内

訳については、国、県、町それぞれ３分の１

ずつ負担、子供の保育人数や学校の開所日に

より委託金額は変動するかと思いますが、細

かく項目が設定されているため、委託費の内

容の確認が必要であるはずにもかかわらず、

昨年度の委託費について提示はあるが、すり

合わせ等がなく、詳細の説明がないと意見が

寄せられております。 

   先ほど申し上げたとおり、国より示されて

いる決まった指針がありますので、委託費用

はそれに基づき、また町としての条例等によ

り算出されるかと思いますが、その内容に関

する説明を行っていなかった理由はなぜでし

ょうか。理由をお聞かせ願います。 

   ２点目、谷地中部小学校区のちびっこ放課

後学童クラブさんは現在、１年生、２年生の

72名を受け入れております。ちびっこ放課後

学童クラブさんの児童数に対する屋内施設の

平米数が３年生から６年生を受け入れるキャ

パがないため、中部小学校区の３年生以上の

児童は、西里小学校区で運営されております

ちびっこ放課後西里学童クラブさんが屋内施

設の広さを鑑み受け入れている状況です。 

   現在、中部小学校区での学童保育での児童

利用数は、ちびっこ放課後学童クラブさんの

１・２年生72名、ちびっこ放課後西里学童ク

ラブさんの３年生以上37名、計109名が利用し
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ております。 

   ここでちびっこ放課後学童クラブさんの現

状の状況をお見せさせていただきます。見え

ますでしょうか。この写真内容は、先月５月

23日に撮影させていただきましたちびっこ学

童クラブさん、通常より10名程度少ない現状

の様子です。約60名の子供さんがいる状況で

す。施設の広さからこれ以上の学童の受入れ

が難しい状況が分かると思いますが、現在懸

念されている問題が上がってきており、ちび

っこ放課後西里学童クラブさんの受け入れて

いる学年で、６年生は現在６名です。来年小

学校を卒業し、６名の学童利用はなくなりま

すが、先ほど申し上げたとおり、中部小学校

区の３年生以上はちびっこ放課後西里学童ク

ラブさんが現在受け入れており、ちびっこ放

課後学童クラブさんの学童保育の利用の減、

２年生は40名おります。 

   来年度、ちびっこ放課後西里学童クラブさ

んがこのままこの40名を受け入れる場合、来

年春に卒業の６年生６名減、増減差引き約34

名ほど増加予定で、現状の利用人数のままで

あれば、ちびっこ放課後西里学童クラブさん

で来年は100名近く利用する見込みになって

おりますが、区分けする観点から現在の状況

では建物の改修をしなければ受け入れること

が不可能であり、改修に関しての費用が自己

負担では現在の経営状況からも難しい状況で、

受入れ自体不可に近い状況となっております。 

   あわせて、ここ数年、中部小学校区の１年

生の利用者は、入学児童数に対して約３分の

２の傾向にあることから、来年度の中部小学

校の入学予定者が70名程度いるようですので、

40名ほどの利用申込みがあると予測されます。

現在のちびっこ放課後学童クラブさんの施設

でこの40名を受け入れた場合、先ほどの現場

写真を見ていただいたとおり、施設の広さ的

に80名以上の受入れが難しいので、来年の３

年生の受入れは難しく、同じく先ほど申し上

げたとおり、中部小学校区の３年生40名をち

びっこ放課後西里学童クラブさんが施設が現

状のままだと受入れが難しく、町として何ら

かの対応を取らなければ待機児童を発生させ

てしまう懸念があります。 

   そこでお聞きしたいのですが、現在、中部

小学校区の児童受入れ先であるちびっこ放課

後学童クラブさん、ちびっこ放課後西里学童

クラブさんがともに40名の受入れが難しい状

況となった場合、例えば町としてほか学童保

育へ受入れを交渉、送迎等も併せて町として

対応が可能なのか否か。または、ほか何らか

の対応策はあるのかどうかお伺いをさせてい

ただきいただきたくお願いいたします。 

   ３点目、学校施設利用に関し、現在、谷地

南部小学校区のさくらクラブさんでは、自前

の施設を利用し、学童保育の運営を行ってお

ります。過去に施設の老朽化に伴い、余裕教

室がある谷地南部小学校を使用させてほしい

とさくらクラブさん自身が町に打診したいき

さつがあり、前例がないなどということで、

余裕教室があるにもかかわらず使用許可が下

りなかったそうです。 

   しかし、現在は山形市をはじめ多くの自治

体で学校施設を使用し学童保育を運営してい

るところもありますし、また西川町では、文

部科学省が管轄になりますが、学校施設を利

用し夜６時半まで、また学校の閉庁時の土曜

日や夏休み、冬休みに放課後教室こども教室

を開催するために、学校の施設ではあります

が、出入口を違う場所に設置、学童保育クラ

ブと同様な対応を行っております。このこと

から、今後河北町内での学校施設を利用した

学童保育の利用についての可能性をお聞かせ

いただきたく、お願いいたします。 

   続きまして、山形県立谷地高等学校につい

てお伺いいたします。 
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   先日５月９日の全員協議会の中で報告があ

りました西村山地方開発重要事業要望書で、

県立谷地高等学校の教育環境整備及び県立高

校の再編整備に関する基本方針についての中

で、山形県に河北町としての谷地高等学校の

再編に関する要望説明がありました。県立谷

地高等学校の問題については、町民の関心が

非常に高いことは承知しておるところとは思

いますが、現在３年生が68名、２年生が72名、

１年生が36名と、ここ数年いずれも定数80名

に対し定数割れを起こしておりますが、今年

度については40名に満たない状況となってお

ります。 

   山形県の方針では、２年連続で入学定数に

対し３分の２に満たなければ、その翌年度よ

り１学級分を減じる基本方針であることから、

令和６年度も今年度同様の状況であれば、定

数が80名から40名に減少する可能性が非常に

高い状況にあります。 

   地域商社のかほくらし社との連携を行い、

様々なよい成果が出始め、またスポーツ面で

は、特にカヌー競技が全国的にも活躍、知名

度が高い中、定数の減少はこれまで取り組ん

できたことに対し暗い影を落とし、影響が非

常に大きい状況になるのではないかと思われ

ます。 

   また、近隣高校を見ますと、左沢高等学校

や北村山高等学校、２校ともに総合科ではあ

りますが、谷地等学校と同様、大幅に本年度

の入学数が定数を下回っております。谷地高

等学校、左沢高等学校、北村山高等学校に共

通しているのは、やはり高等学校の学校とし

ての特徴がよく分からない点ではないでしょ

うか。例えば、平成30年から県内６高校に新

しく創設された探究科では定数を大幅に上回

り、寒河江高等学校に至っては定数の２倍、

昨年度は３倍を上回る倍率の応募があったよ

うです。 

   また、谷地高等学校の進学や就職状況を見

ると、進学先は国立大学、私立大学、専門学

校、就職先は地方公務員、民間企業等の就職

など一見幅広く見えますが、逆の言い方をす

れば特徴がないようにも思えます。 

   谷地高等学校を進学先に選んでもらうには、

谷地高等学校は何らかの強みや特徴が必要で

あるのではないかと思いますが、例えば谷地

高等学校はスポーツ面ではカヌー競技が全国

区になっておりますので、町としてもカヌー

強化の観点から全面的にカヌー競技をサポー

トしている。また、進学面では、先ほども申

し上げた探究科のような特色のある科目を設

置いただくよう山形県に働きかけを行う。ま

た、国立大学への進学をサポートしている。

また、就職面では、例えば公務員試験がある

ので難しいかもしれませんが、河北町役場へ

多くの生徒が就職できるような、町として谷

地高等学校枠を設けている。また、河北町内

への企業などへの就職をサポートしているな

ど、町として谷地高等学校に対し多大なバッ

クアップを行うことが必要かと思われ、また

今後の高等学校の受験者へのＰＲ、山形県へ

は河北町と谷地高等学校の連携を強化し要望

することが必要ではないかと思いますが、河

北町として今後どのような働きかけを行うの

か、どのような方針で対応するのか、また先

ほど述べたことが可能なのか否かをお聞かせ

いただきたくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 11番奥山英幸議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 11番奥山英幸議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、河北町の学童保育の方向性につい

て申し上げます。 

   １点目の運営委託側と町側の委託費用のす

り合わせについて申し上げます。 
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   ７番議員にも昨日同様の質問がございまし

たので、重複してお答えする場合もあるかと

存じますがご理解いただきたいと思います。 

   放課後児童クラブの運営を委託するに当た

りましては、当初委託契約を行う場合や変更

契約を行う場合には、その都度単価や計算式

を記載している積算内訳書を添付し、放課後

児童クラブの運営側に確認をいただいており

ます。この積算内訳書は、委託料の根拠とな

る単価や詳細な計算式を記載しているもので

あり、委託料を算出するに当たり、各放課後

児童クラブの方から登録児童数を確認し、ま

たキャリアアップや処遇改正を行う計画書な

ど必要な書類についてご提出をいただき、そ

れを基に国の基準に基づき算出するものにな

ります。委託の内容に関しまして、よりご理

解と納得が得られるよう丁寧に説明し、対応

してまいります。 

   ２点目の町における学童保育の継続的な運

営の考え方や指針、そして待機児童が発生し

た場合の考えについて申し上げます。 

   谷地中部小学校の１年生から６年生までの

児童が利用している中部小学校区にある放課

後児童クラブと、西里小学校区にある放課後

児童クラブについての登録者数につきまして

は、例年の傾向を見ますと、谷地中部小学校

の２年生が３年生に上がったとき西里小学校

区にある放課後児童クラブへ登録する人数は、

現在登録している２年生の登録者全員が登録

している状況にはございません。 

   谷地小学校区の児童だけで見ますと、１年

生は約70％が放課後児童クラブを利用してお

りますが、２年生になりますと50％、３年生

は30％の児童が利用している状況となってお

ります。これまでの傾向を見ますと、学年が

上がるごとに登録率は減少傾向にございます

ので、谷地中部小学校の現２年生40名が３年

生に上がったとき、40名全員が西里小学校区

にある放課後児童クラブへ登録するというこ

とは、これまでの傾向から見れば考えにくい

ことかというふうに捉えております。 

   ただ一方、少子化と言われる昨今、子供の

人数も減っている状況ではありますが、そう

いう中にあって、共稼ぎ世帯が増加したこと

や核家族化の影響により放課後児童クラブの

需要は高まっております。来年度の西里小学

校区にある放課後児童クラブの受入れが定員

を超えてしまうおそれがあるのではないかと

いう心配、ご懸念につきましては、放課後児

童クラブの利用を必要としている人が利用で

きないというようなことがないように、公共

施設の活用なども含めて様々な角度から検討

し、対応してまいります。 

   ３点目の学校施設を利用した学童保育の運

営委託について申し上げます。 

   小学校や中学校の教育施設の利用について

は、河北町教育施設使用条例により、町が設

置する学校及び公民館の使用に関し、必要な

事項を定めております。小学校の施設使用に

関しましては、体育館とグラウンドが使用す

ることができる施設対象となっております。 

   また、河北町教育施設使用条例の施行に関

する規則により必要事項を定めており、学校

教育上支障がないと認めたときは、河北町内

で運営している放課後児童クラブの活動やＰ

ＴＡ行事などについては、会議室や多目的ホ

ールも含めた食堂も使用することができると

しております。 

   なお、減免団体に登録されている谷地南部

小学校放課後児童クラブ、さくらクラブの学

校施設の利用料につきましては免除されてい

るところであります。 

   学校施設を利用した放課後児童クラブの運

営につきましては、学校は放課後も児童が移

動せずに安全に過ごせる場所であることから、

学校教育に支障が生じない限り、余裕教室や
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放課後に一時的に使われていない特別教室等

の活用を促進するものになっております。こ

の点につきまして、学校との調整をして対応

してまいりたいと考えております。 

   次に、谷地高等学校への町としての働きか

けについてお答えいたします。 

   １点目の県立谷地高等学校に関し再編整備

に関する基本方針を受け、町としての具体的

な働きかけについて申し上げます。 

   県立高校の再編につきましては、平成26年

11月に山形県教育委員会が策定した県立高校

再編整備基本計画により進められていること

は、ご質問でもありましたとおりであります。

平成27年度から令和６年度までのこの10年間

で、全県で公立高校の入学定員を32学級、

1,932人程度削減する計画であります。西村山

地区においては、全体で３学級削減の計画と

なっております。 

   県立高校の再編整備に関する基本方針では、

１学年当たり２学級の学校、まさしく県立谷

地高等学校もその一つでありますが、入学者

数が２年連続して入学定員の３分の２に満た

ない場合は、その翌年度から入学定員を１学

級に減じることとなっております。令和４年

度は80人定員には満たないものの72名が入学

いたしましたが、令和５年度は３分の２に満

たない36人にとどまり、１年生は１学級とな

りました。仮に来年度の入学者数が54人を下

回ることになれば、県立高校の再編整備に関

する基本方針により１学級に減じられること

になります。 

   町、高校側としても、何とか２学級は確保

したいと考えており、西村山地方開発事業の

要望書にも谷地高等学校の存続、ＩＣＴを活

用した授業を行うための教職員研修や、地域

の人々や産業と連携した探究的な学びを実践

できる教職員の配置、施設の環境整備につい

ての要望と併せまして、県立高校再編整備基

本計画における１学年当たり２学級の学校の

入学者数が２年連続して入学定員の３分の２

に満たない場合は、その翌年度から入学定員

を１学級減じる方針について、所在市町村に

おける学校の魅力向上化、活性化対策等の取

組状況を踏まえながら協議できる場を設ける

こと、学級数の見直しについては、２学級で

の募集を継続した上で３年から５年間の推移

を見ながら検討がなされるよう要望する予定

でございます。 

   県立谷地高等学校は、本町の将来を考えた

とき、若者が集い、学び合う場があることは

大変重要であり、これからの地域を担う人づ

くり、活力ある町を創造する上でなくてはな

らないものです。 

   現在、町では、地域に根差した学校づくり

を進めるために、谷地高等学校後援会に対し

て毎年50万円の補助金を交付しております。

補助対象としては、地域の伝統文化に触れ、

郷土愛を高める教育活動を支援する事業、地

域に貢献する教育活動を支援する事業、そし

て、土日祝日の通学に係るバス運行経費を支

援する事業となっております。 

   本町にある唯一の高等学校として、何より

も谷地高で学ぶ生徒にとって、谷地高に入学

してよかった、卒業してよかったと思える魅

力ある学校づくりに学校と地域が一丸となっ

て取り組むことが重要であり、かつ必要であ

ると考えております。また、高校生にとって

魅力あるまちづくりを、谷地高生と一緒に取

り組むことも重要であると考えております。 

   あわせまして、産学官連携プロジェクト事

業における河北中生の参画、いわゆる中高連

携事業の実施や谷地高の魅力をいかに情報発

信していくのか、さらに谷地高生の自己実現

に向けて、希望する大学、専門校、進学の実

績、その他就職先など進路についての情報提

供、ＰＲ、そして谷地高生のメディア地域探
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究部が現在作成している学校紹介の動画配信

など、さらなる認知度を高めることが必要で

あると考えております。 

   まずは、当面する来年度の入学志願者を増

やす取組として、河北中を含めた近隣の中学

校への魅力発信・情報発信を強化する必要も

あり、その具体的アクションや対応策につい

て、鋭意谷地高と一緒に検討を進めていると

ころであります。来年度の入学者募集に間に

合うよう、必要となる予算措置についても検

討してまいりたいと考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 森谷町長、ご答弁あり

がとうございました。 

   森谷町長の答弁を受けまして、学童保育に

対する考え方や指針、また県立谷地高等学校

の山形県に対する要望の大まかな方向性は理

解させていただきました。しかしながら、具

体的に分からないところがございます。私自

身、山形市や天童市、東根市の学童保育の取

組について調査を行ったり、西村山地区１市

３町へ赴いて学童保育の現場状況確認、実際

に運営者側の方々や行政機関にお話をお聞き

しており、その点から少々疑問点がございま

すので、改めて学童保育に関する再質問を何

点か、また、県立谷地高に関する再質問を何

点かさせていただきます。 

   まずは、学童保育に関する質問をさせてい

ただきます。委託内容に関し、より納得が得

られるよう丁寧な説明を行うと答弁をいただ

きました。しかし、具体的にどのように丁寧

な説明をするのかお聞かせいただきたいと思

います。例えば大江町では、例年２月頃に翌

年度の運営委託費に関し、５項目への委託費

用に関する項目と変動するであろう委託児童

の児童数や学校の開所日を加味して、１項目

ずつすり合わせを行い、差異がないか運営委

託側と細かく確認しているようです。 

   また、先ほど申し上げました変動する児童

数と学校の開所日に関しては、毎年年度末に

実際の委託した児童数と開所日を算出し、年

度前にすり合わせた差額を毎年３月の年度末

に確認しながら、足りない分については改め

て町が補塡、最初にお渡しした委託費が多か

った分については、運営側は一部返還してお

るようなこともやっております。そのような

変動を加味したすり合わせを行っていただけ

るのか、所管部署の考えをお伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 委託契約を行うに当

たりましては、これまでも放課後児童クラブ

のほうから、登録人数や開所日数、キャリア

ップを行う指導員の氏名など、委託料を算出

するのに必要な書類を提出していただいてお

りますが、提出していただいた計画書の人数

や金額を基に国の基準に当てはめ計算した明

細内訳書を、放課後児童クラブの方と町の職

員が１項目ごと内容や計算式、金額について

説明し、一緒に確認しながら今後進めてまい

りたいと思っております。 

   先ほど３月に、年度末に登録児童の変更や

日数のことございましたが、こちらのほうと

しても、事業が終了しましたらば実績報告書

を提出していただいております。それにより

まして、人数の変更あった場合などは委託料

にも変更が出ますので、増額させていただい

たり、減額させていただいたりということを

させていただいておりますので、今後もまた

１項目ごとに内容や金額を確認させていただ

きながら、委託料の精算を行ってまいりたい

と思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 
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○11番（奥山英幸議員） ありがとうございまし

た。これまで、どうも金額だけ提示して、細

かい内容の説明がない。どうしてこの金額に

なるんだというそのような疑問点が多々あっ

たということで、河北町の学童保育の運営委

託側からはお話を聞いております。ぜひ、そ

ういった町と運営委託側がきめ細かいすり合

わせを行って、ぜひ勘違いとか何か疑問点に

ならないような、まずは説明をよろしくお願

いしたいと思います。 

   学童保育について、２点目の質問に入らせ

ていただきます。先ほど、森谷町長の答弁の

中で、谷地中部小学校の現２年生40名が３年

生に上がったときに、40名全員が西里小学校

にある放課後児童クラブに登録することは考

えにくいとの説明がございましたが、あくま

でも推測の話であり、仮に40名利用を希望さ

れる場合はどのような対処をお考えでしょう

か。 

   こちらも推測の話になりますが、ちびっこ

学童クラブさんの現場では児童の家庭環境を

考慮しており、現在の児童数で利用する可能

性が高いと。すなわち40名がそのまま利用す

る可能性が高いというお話をお伺いしており

ます。町としてはどのような状況においても

対処できるような計画をしなければならない

と思いますが、いかがでしょうか。 

   児童数が減少するため新しい児童施設を誘

致するのは難しい、また施設の開所も難しい

状況であれば、先ほども一般質問でお聞きし

ましたが、町が委託業者と協議することが前

提ではありますが、例えば施設のキャパ的に

余裕がある学童保育に委託運営をお願いして、

送迎については町が金銭的な負担をして対応

することは可能なのかお聞かせ願います。 

   近隣の自治体では、例えば朝日町について

は町内に３つの小学校があり、学童保育は宮

宿小学校区にしかありません。しかしながら、

ほか学区の小学校からの児童を受け入れてお

ります。送迎については、地元タクシー業者

との提携をし、対応している。費用について

は朝日町が負担をして、送迎については責任

を持って行っておることもしております。 

   また、大江町では２か所学童保育が開所を

されております。うち１か所は民立民営、い

わゆる私立の運営で、場所は左沢小学校から

約２キロメートル離れた場所にあります。施

設名はＯ－ＫＩＤＳさん、学童保育クラブと

いう名称になりますが、そこの民立民営のＯ

－ＫＩＤＳ学童クラブさんであっても、大江

町からの町営バスでの送迎が行われており、

当然費用も大江町で負担しております。 

   そのような近隣自治体で利用するご家庭や

運営委託側に金銭的な負担をかけないような

対応を行っておりますので、我が町でもでき

ないことはないかと思いますが、いかがでし

ょうか。所轄部署のお考えをお伺いいたしま

す。はい。 

○丹野貞子議長 「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 先日の町長答弁、ま

た本日も先ほど町長答弁を申し上げましたが、

必要としている人が放課後児童クラブを利用

できないということがないように、公共施設

の活用なども含めて様々な角度からトータル

で検討しながら対応してまいりたいと思って

おります。公共施設につきましては、学校の

空き教室に限らず考えていきたいと思ってい

るところです。 

   具体的には、定員に対してどのくらいの人

数が登録されるのかにもよるかと思いますの

で、放課後児童クラブの申込み状況などもい

ただきながら検討してまいりたいと思ってお

ります。送迎などに係る費用については、保

護者の方の費用負担とならないように考えて

いきたいと思います。 

   以上です。 
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○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。

送迎に関することも理解させていただきまし

た。 

   現在、必要としている人が全て学童保育を

利用しているかというと、現場では多少お断

りをしているという話もお伺いします。その

ことについては、何か所轄部署では把握され

ておりますでしょうか。 

○丹野貞子議長 「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 昨日も申し上げまし

たが、２月の会議だったかでいっぱいになっ

たから申込みをお断りしているというふうな

状況はお聞きしているところでございます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 先ほどの答弁でも、必

要としている人が困らないように対応したい

ということがありましたが、実際、現場では

お断りしているという状況もあるようです。

その中で、学童保育が利用できないというこ

とのないように対応を行っていただければな

ということで、ぜひお願いをしたいところで

ございます。 

   続きまして、３点目になります。学校施設

の利用についてお伺いします。学校施設の使

用については、学校教育上支障がなければ利

用可能ということの説明でした。私自身、一

部の小学校でありますが、実際お伺いをし、

余裕教室等があるのか学校側にお聞きをして

おります。南部小学校さんは余裕教室がある

と、中部小学校さん、西里小学校さんはない

との回答でした。 

   子供の数が減少している中、余裕教室がな

いことについて、学校側の諸事情はあるかと

は思いますが、町立でもありますので、学校

側の各教室や会議室などの使用状況は町側で

把握されているのか。または、把握されてい

る場合、余裕教室がなぜないのか。また、各

教室や会議室の使用状況を加味し、各学校へ

の使用状況に関する協議等を行っているのか、

所管部署へお伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 余裕教室があるなしと

いうことの回答になろうかと思いますが、小

学校を建築するに当たって、近年というか、

一番新しいところでも谷地中部小学校、西里

小学についても30年以上たっているわけです

が、建築当時、小学校の人数等によってクラ

スを割り振りといいますか、西里小学校につ

いては１学年１学級、谷地中部小学校につい

ては１学年２学級、谷地南部小学も同じ２学

級です。 

   例えば西里小学校ですが、今山形県「さん

さんプラン」の中で、１学級33人がマックス

最大となっています。33人を超える、34人で

すと２学級になるんですが、33人から10人に

なっても１学級ですので、空き教室がないと

いうのは、そういうことであります。 

   谷地中部小学校については、当時２クラス

の学年で各１年生から６年生まで２学級の想

定で造った建物なんですが、ひな市通りとい

うんですか、ひな市の区画整理を行い、そこ

に若者、いわゆる小学生のいる家庭が家を建

て小学生が増えました。実際には２クラスを

超えて３クラスになっている学年もあります。

ですから、現状としては、空き教室といいま

すか、特別教室を学級として使用せざるを得

ない状況になって、当然空き教室どころか教

室すら足りないというのが現状でございます。 

   谷地南部小学校については２クラスなんで

すが、現在各学年ともに１学級ですので、そ

こは空き教室があるという状況になっていま

す。ただ、現状的に人数がやっぱり30人近い

学級もいたりします。また、多様性への対応

ということで、クラスをグループに分けたり

とか、学級の教育活動の中でいろんな教室の
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使い方もしていますので、一概に少人数にな

ったから空き教室がということではないとい

う現状がありますので、そこの認識をしてい

ただければなというふうに思います。 

   空き教室については以上でございます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございまし

た。確かに子供の数に限らず、教室の設計、

学校の施設の設計もあって余裕教室がないと

いうことなんですが、これは例えば子供の数

が減って、先ほど秋場課長が申されたとおり、

33人以下は10人でも１学級ということを説明

されているかと思うんですけれども、そうい

った現状について、学校側との協議とか、そ

ういったものは逐一されているものなのでし

ょうか。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 お答え申し上げます。 

   昨日も申し上げましたけれども、学童の関

係者と年１回ないし２回は打合せを行ってお

ります。先ほど池田主幹のほうからもありま

したように、打合せの際に、説明の際に委員

会も交ぜてもらったりしてもおります。そん

な中で、昨日も申し上げたんですが、要望が

あれば前向きに私は貸す方向で考えておりま

す。今、空き教室云々ありましたけれども、

学校全体の教室を考えると、空き教室は十分

あります、特別教室はじめ。そんなところを

大いに活用してもらって学童の保育に大いに

生かしてほしい、委員会としてはそのように

考えております。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございまし

た。そうですね、私もちょっと不思議に思っ

たところがあって、確かに秋場課長おっしゃ

られることも重々理解はできるんですけれど

も、やっぱり教室の空きが本当にないのかど

うか、利用について本当に効率よくやってい

るのかどうかというのがすごく疑問なところ

があります。ぜひ教育長がおっしゃられたよ

うな形で、年に一、二回すり合わせを行って

いるのであれば、ぜひ前向きにそういった学

校を使っての学童保育とかやれるような形で

前向きに検討いただければと思います。ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

   続きまして、県立谷地高等学校についてお

伺いしたいと思います。 

   まず、県立谷地高等学校の特徴や強みは何

だろうということで、私ちょっと考えており

ました。しかし、大変申し訳ございません。

自分はちょっと個人的には思い浮かびません

でした。例えば、山形東高等学校、西高等学

校、南高等学校の各高等学校は、国立大学や

東京の有名私立大学６大学などの進学に強化

している。山形北高等学校は音楽関係のつな

がりが強い。寒河江高等学校は山形大学への

進学を強化している。山辺高等学校は看護科

があり医療関係への太いつながりがあるなど、

高等学校によっては特色や特徴につながるイ

メージを思い浮かべます。 

   答弁の中で、谷地高等学校後援会に対して、

毎年50万円補助金を交付していると説明があ

りました。地域の伝統文化に触れ、郷土愛を

高める教育活動支援、また地域に貢献する教

育活動を支援、土日祝でも通学に関わるバス

の運行経費を支援ということの説明がありま

した。非常に大切なことだと思います。非常

に重要なことだとは思いますが、先ほど申し

上げました特色や特徴のあるイメージが分か

らなければ、志望者が増加しないのではない

のでしょうか。谷地高等学校にはこんな特色

や特徴がある、具体的にかつ容易に想像でき

るものがなければ今年と一緒なのではないの

でしょうか。 

   県立なので町としての決定権がないのは

重々承知しております。ただ、私としては、
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山形県が無視できないような多大なバックア

ップを早々に行うことにより、谷地高等学校

の特徴や特色に結びつけて、中学生受験者に

よいイメージを創造させることはできるので

はないかと思いますがいかがでしょうか。 

   そこで、質問です。町側のバックアップと

して、先ほど一般質問でもお伺いしましたが、

例えば全面的にカヌー競技をサポートしてい

る。例えばカヌーで優秀な成績を収めた方に

は、卒業後、河北町役場に就職、在籍してい

ただき、谷地高等学校や河北中カヌー部への

後進の指導に携われるような選択肢がある。

また、山形県教育委員会の指針の関係もあり

難しいかもしれませんが、先ほど申し上げた

探究科のような特色のある科目を設置いただ

くように山形県に働きかけを行う。また、国

立大学への進学をサポートしている。就職面

でいえば、例えば公務員試験があるのでちょ

っとこれも難しいかもしれませんが、河北町

役場へ多くの生徒が就職できるような、町と

して谷地高等学校を設けている。企業側の考

えもあるので一方的にとはいきませんが、河

北町内の企業への就職をサポートしているな

ど、町として県立谷地高等学校に対してこの

ようなサポートやバックアップは対応可能な

のかどうかお伺いさせていただきます。また、

ほかにも何かバックアップできる案があれば

お聞かせいただければと思います。 

○丹野貞子議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 ご提案といいますか、

今後の谷地高等学校を支援するという意味で

は非常に大事な、この地域から高等学校がな

くなるということは非常に経済的にもやはり

ダメージを受けるわけですから、高校の存続、

そのためにも学級数を減じることのないよう

な要望活動としては町としても大いにしてい

くものでありますし、具体的に就職・進学と

いうところでは、町長が谷地高出身の方をぜ

ひ採用するんだというようなこと、もしくは

企業で社長さんが谷地高出身を採るんだとい

うようなことを町としてもお願いを、要望活

動といいますか、運動することは大事かなと

思いますので、具体的な行動については進め

ていければいいのかなというふうに思ってお

ります。 

   なお、先ほどの特徴、特色ということで、

町として何かできるかというよりも、山形県

内の高校でスクールミッションというのを昨

年度からつくっております。これまでなかっ

たものなんですが、令和４年度から県立高校

全ての高校でいわゆる特色、特徴を出そうと

いうことでスクールミッションをつくってお

りまして、その中で県立谷地高等学校につい

ても令和４年度スクールミッションをつくっ

たところであります。 

   令和４年度の学校要覧がありますけれども、

見開きのページにスクールミッションという

のがあります。これは特色、あるいは特徴と

言えるかどうかなんですが、読み上げて説明

をさせていただきます。「一人ひとりの生徒の

進路に応じた多様な可能性を伸ばすため、『知

性・克己・進取』」、これは校訓ですけれども、

「のもと、地域の立地的・人的・物的資源を

有効に活用した教育活動を通して、学問・ス

ポーツ」、ここまでは普通かなと思うんですが、

「産学官連携における探究的・創造的な資

質・能力を身に付け地域回帰・定着する人材

を育成します」というのが山形県立谷地高等

学校のスクールミッションです。これに向け

て動き出したということで、学校の特徴、特

色をこれから出していこうというところかと

思います。よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。

スクールミッション、非常によいことだとは

思います。しかしながら、やはりそれが本当
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に中学生受験者に定着するのか、また先ほど

申し上げたとおり、容易に想像できるような

ものなのかどうかというのが私は疑問にちょ

っと感じておるところでございます。そのス

クールミッションに関しては、県立というこ

ともあって町としてどうのこうのということ

はないかとは思うんですが、やはり中学生受

験者が谷地高に行ったときに、こういうこと

ができる、こういう得なことがある、こうい

うことを強く強化しているというようなもの

がやっぱりなければ、どうしても今年の二の

舞になってしまう可能性もあるんではないか

とすごく心配しておりますので、ぜひ町とし

てももっと強い特色を持つような働きかけを

ぜひお願いしたい。 

   ということと、もう一点だけちょっと確認

したいことがありまして、先ほど動き出す、

何かＰＲを動き出すということもありました

が、私が考えるには、いわゆる県の中学校体

育大会、中体連、その県大会が大体７月下旬

になるかと思うんです。大体７月下旬になる

と、中学校３年生が大体部活を引退して受験

に備える、受験のために動き出すということ

が見られるかと思うんですが、大体ＰＲに関

しては夏休みが終わる８月下旬くらいからも

うし始めなければいけないと考えております

が、そのような近隣市町村への中学校へのＰ

Ｒ等はいつ頃から実施されますでしょうか。

現時点での計画を教えてください。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 いろいろな取組が考えられる

と思います。やはり来年度を見据えた場合に

は、できるだけ早くできるものから取り組む、

これが一番と大事だと思っています。先ほど

来から話題になっておりますように、やはり

谷地高の魅力を伝える、これが一番ではない

かと。その手段としては、谷地高に入ったら

こんなことができますよ、こんな進学ができ

ますよ、こんな就職ができますよということ

を意外と知らないんではないかと。 

   私、今手元に本年度の進路指導の数字があ

ります。令和５年３月卒業の進路状況という

ことで、大学進学が国公立私立合わせて18名

です。全部で77名おります。短大進学が９名

であります。それから、看護・医療技術関係、

これも国公立私立合わせて16名であります。

それから、専門学校へは23名、あと民間に就

職ということで民間の県内外合わせて６名、

公務員がこれも県内外合わせて４名でありま

す。そんな状況であります。 

   さらに、その特色を見ますと、いろんな大

学に進んでいるわけですけれども、カヌーで

優秀な生徒はカヌーの有名な大学に進んでお

ります。あと、地元山形大には１名入ってい

ると、そういったところ。あと、就職関係、

あるいは専門学校関係では、先ほど申し上げ

ましたように看護・医療系専門学校、これに

はたくさんの方が行っていると。それから、

公務員もなっていると。そういった特徴を捉

えたときに、例えば教育関係進路コースには、

町としてどのようなお手伝いができるか、そ

の辺なんかも今後の検討課題だと。もちろん

公務員、役場も含めて公務員進路コースには

こんなお手伝いができる、そういったところ

も検討してまいりたいなというふうに思いま

す。 

   短期的な取組としましては、やっぱり中高

連携、特に河北中は一番です。去年、河北中

から進んだ子が32名おりました、谷地高に。

今回は激減したわけですけれども、12名なん

です。だから、地元中学校に大いにＰＲする

と。あと近隣、寒河江市３校、それから近く

では大富中、葉山中、そういったところも大

いにＰＲして募集人数を増やしていかなけれ

ばならないというようなことが考えられます。 

   それから、谷地高のＯＢで企業で活躍して
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いる方がたくさんおります。それを活用して

例えばビデオで流すとか、時間があまりあり

ませんので、あるいは直接やっぱり面会して

いろいろお話をいただくとか、憧れの念を持

っていただくとか、そういったことがあると

思います。 

   それから、長期的な取組としては様々ある

と思いますが、奥山議員から提案されました

ものも参考にしていきたいなというふうに思

っております。例えば、県立谷地高を支援す

る会の立ち上げ、それから魅力化を図るため

に他校でもやっているんですがコーディネー

ターなんかを設けたりとか、あるいは先ほど

もありましたように、進学・就職等の援助、

どのような部分があるか。そういったところ

様々な面で、高校と中学校と連携を密にして

これから取り組んでまいりたいというふうに

思っています。 

○丹野貞子議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 すみません、具体的な

動きという中で、今高校側で各中学校に巡回

といいますか、入学志願者増への働きかけを

しているところです。一つは、７月31日に谷

地高のオープンスクールがありますので、中

学生の３年生はもとより、１年生、２年生も

含めて谷地高のオープンスクールを見ていた

だければなと思います。そういった周知につ

いて今６月、今月からもう各中学校へ周知を

図っているところであります。町としても、

今後何ができるかということでは、できるこ

とを一緒にやっていけばというふうに考えて

います。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。

大変本当に危機感を表して、今年の二の舞に

ならないようにやるんだという、何かそうい

った意気込みはすごく感じました。ぜひその

意気込みが空回りにならないようにだけ願っ

ております。やはり教育長がおっしゃられた

ように、本当に多方面で活躍されている、進

学もされているし、本当に谷地高はいろんな

選択肢があるんだなということを改めて感じ

たところではございます。しかし、やはりち

ょっとイメージが薄い、インパクトに欠ける

という部分があります。そういったちょっと

課題を申し上げて、取り組んでいただければ

なということでお願いします。 

   最後に、１点だけ確認させていただきます。

先ほど答弁の中で、具体的なアクション、対

応策を谷地高校と一緒に検討しているという

答弁がございました。どのように検討なされ

ているのか。先ほどの質問と重複する部分が

あるのでちょっと難しいかと思いますが、お

答えできる範囲で構いませんのでお聞かせ願

います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今年に入って谷地高の校長先生、

あと河北中の校長先生、あと教育委員会、あ

と私ども、これまでずっと年１回、谷地高の

魅力づくり、そういう中で産学官連携等の取

組もあるわけですけれども、今年度について

は中期的な魅力づくりに加えて、来年に向け

てどういうふうに具体的に対応するんだとい

うようなことでもう校長先生と何度となく打

合せをし、いろんな取組として可能性のある

もの、あるいは喫緊のもの、すり合わせをし

ているところであります。 

   先ほどの教育長答弁にもありましたけれど

も、今具体的に検討を進めております。具体

的には９月補正に向けて、動けるところはも

う動いていますけれども、動く計画も当たり

もつけていますけれども、具体的な予算を伴

うものについては９月補正も含めてご検討い

ただきたいと。それに向けてご理解いただけ

るように我々も協議を深めてまいります。 

○丹野貞子議長 以上で11番奥山英幸議員の一般
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質問を終わります。 

   ここで11時25分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時０９分 

     再 開  午前１１時２２分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、10番林智議員の一般質問を行います。 

   「10番林智議員」 

○10番（林智議員） このたび、河北町議会に初

当選させていただきました林智です。 

   施設の話題、問題などがほかの議員の方と

質疑が重複している部分もありますが、よろ

しくお願いします。 

   今回、町議会選挙に挑戦するに当たり４つ

のことを訴えてきましたが、その中から３項

目について伺います。 

   初めに、災害対策・防災対策についてお聞

きします。 

   私も、消防団員の一員として活動に携わり、

また多くの町民の方々にお話をお聞きした中

で、町の災害・防災対策が後手後手に回って

いるのではないかと感じています。もちろん、

町民側から見た対策と行政側からの対策のず

れがあるのはしようがないことと思いますが、

町民側から見えない対策など様々な対策を行

政でも行ってくれていることと思います。そ

う思っていても疑問が浮かぶのです。 

   質問事項１として、災害時の対応について

伺います。 

   質問要旨１として、避難者の携行品の考え

方について伺います。 

   近年、河北町でも想像を超えた災害が多発

しております。以前、災害が発生するかもし

れないような大雨などのときに、自主避難や

避難指示で避難所を開設されたときなど、毛

布や食料などを持参してなどと案内が出てい

ました。何かが起きそうだという予見があり、

避難所が開かれると聞けば、そこに行けばと

いう安心感が出るはずなのに、身の回りの物

を持って準備してってどういうことなのとな

ります。本来であれば、該当する方々は最低

限の非常持ち出し袋などを持って避難するの

ではないでしょうか。 

   防災計画の見直しなどにより改善されたの

か、またそのままなのか。改善されたのであ

ればどのように改善されたのか、また改善さ

れていない場合はなぜそのようになっている

のかお伺いします。 

   質問要旨２として、避難する際の避難方法

について伺います。 

   令和２年の豪雨災害のときにも、一度避難

した避難所から違う避難所に移動する際、各

自移動とお聞きしました。確かに、コロナ禍

だったための決断とのことでしたが、そもそ

も住民の方が車で避難するという想定をして

いたのか。もちろん災害の種類にもよります

し、車中避難という方法もありますが、基本

的には車で避難することにより交通障害や緊

急車両の通行の妨げになるという観点から、

車で避難しないという前提があるはずです。 

   先日行われた水防訓練や以前から行われて

いた総合防災訓練でも、住民の方の避難訓練

は基本徒歩で行われていたはずです。そして、

この２件に共通しますが、共通すると言って

いるのは、毛布などを持って歩いて避難所ま

で来られるのかということになります。持っ

て歩けないとすれば車で移動するしかないと

いうことです。避難するときに全ての人が車

で来ると考えていたのか。毛布などを持って

自家用車で避難するということでいいのか。

そのようなことが妥当と考慮しているのか伺

います。 

   質問要旨３として、災害時等の炊き出しに

ついて伺います。 

   以前は、総合防災訓練時に町の婦人会や社

会福祉協議会の方々を中心に炊き出し訓練も

行われており、災害時や消防団活動が長引い
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たときに炊き出しが行われていましたが、近

年は婦人会のほうも解散され、結果、災害時

など炊き出しが行われず、近隣店舗より弁当、

おにぎり、パンの買入れによる支給、避難さ

れている方はもちろん、現場で活動している

消防団員もそのような対応でした。 

   災害時なのですから、ぜいたくは言えませ

ん。言うべきでもありません。しかし、現場

で活動する団員も人間です。食べずにいつま

でも動けるものではありません。それでも、

近隣店舗から買い集めた食料は避難所に送っ

たので消防団員は我慢しろとか、団幹部の家

庭より差し入れ的なものを頂き、その場をし

のぐといったような経過もありました。 

   確かに人手に頼らず金銭による解決という

のは現代風ではありますが、私的にはいい方

向への転換とは思われません。本当に大きな

災害が来たとき、災害が長期化したときどう

対応するつもりなのか、現状で対応可能と考

えているのか、そのあたりのことについてど

う考えているのかお伺いします。 

   次に、町民の多くの方が危惧している道の

駅河北についてお伺いします。 

   今まで指定管理者も何度も替わり営業して

きていますが、現在も開館しているとはいえ、

多くの町民が閉館状態と認識しているのが現

状ではないでしょうか。 

   質問事項２として、道の駅河北「ぶらっと

ぴあ」の在り方について伺います。 

   質問要旨１として、道の駅河北「ぶらっと

ぴあ」の生き残るための活路について伺いま

す。 

   先ほども述べさせていただきましたが、道

の駅河北は幾度となく指定管理者も替わり営

業してきましたが、現状営業しているという

ものの、多くの方が閉館していると思ってい

ます。町でも今までと同じようにならないよ

うに検討、対策されていますが、道の駅とし

てしっかりした運用を考えるのであれば、今

までと同じような方針でなく思い切った方針

の転換が必要なのではないでしょうか。もち

ろん、今までいろいろな意見や方針を検討さ

れてきたことと思います。同じことを何度も

やるより、新たなことを考えるべきではない

でしょうか。 

   そこで、私は新たな方針として、道の駅河

北の移転を検討できないのかお伺いします。

このことは多くの方が同じように考えていて、

既に町政のほうにも届いているかもしれませ

ん。本当に手後れになる前に、今ここで方針

を転換させていくべきではないでしょうか。 

   本町の道路計画のほうでも、谷地工業団地

の信号のところから町民プールのところまで

新たな道が切られ、国道287号線を迂回するよ

うな形での工事が着工されているのですから、

ひな産直、町民プール、そしてひなの湯、ひ

なの宿と、複合施設として同一区画に一体と

なるように設置するのはいかがなのでしょう

か。道の駅の敷地への出入りのしやすさ、そ

してほかの市町村を見ても産直と隣接するな

ど、顧客ニーズと合わせていくことが大切で

す。迷う余地はないはずです。 

   質問要旨２として、道の駅河北の現施設の

運用について伺います。 

   もし、道の駅河北をひな産直付近に移転し

た場合、現施設が空くわけですが、そこで新

たな活用策として、最上川河川敷をキャンプ

サイトとして利用している多くの方がいらっ

しゃるところに対して、キャンプをしている

方向けの管理施設及び舎営・避難施設として

新たな活用を見いだすことはできないでしょ

うか。現在、キャンピングやオートキャンプ

など人気がある中、現道の駅河北付近の河川

敷もキャンパーがたくさん訪れています。こ

れも観光資源の一つではないでしょうか。せ

っかく来てくださる方がたくさんいるのです
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から、安全、そしてきれいに楽しんでいただ

けるようにまた来たくなるようなそんな場所

にすべきではないでしょうか。ぜひ検討をお

願いします。 

   最後に、子育て支援として、現在多くの子

供たちが大学や専門学校に進学している状況

で、その進学している方々の中には奨学金を

利用している方も多いと聞いています。奨学

金といえば聞こえはいいようですが、借金で

す。子供たちは将来に対する夢や希望を持っ

て、奨学金という借金まで背負って進学して

いるのです。 

   そこで、質問事項３として、子育て支援の

拡充について伺います。 

   質問要旨１として、子育て支援として奨学

金の拡充と連携した人口増への施策について

伺います。 

   さきに申し上げましたとおり、奨学金を活

用されている方が多い状況の中、現在河北町

では給付型人材育成奨学金制度があります。

募集人数が８名、そこに多くの申請者があり、

人材育成奨学金なのですから、そこから志の

高い方などは給付を受けるようになるのでし

ょうが、以前の議会で、多くの子供たちが進

学している現状、もっと多くの方に利用でき

るようにするべきではないかという発言もあ

りました。その中で私が考えるのは、ただ給

付型の奨学金にして子供たちの負担を減らす

のではなく、この施策を行うことによるメリ

ットは何なのか。ここで大事なのが、子供た

ちの負担を減らすということだけでなく、町

にはどのような効果があるのかではないでし

ょうか。 

   そのため、対象者を卒業後に河北町に戻っ

てきた人、または卒業後に河北町に移住・定

住してくれた若者として、奨学金返済を支援

してはいかがでしょうか。現在、県と町との

連携による山形県に回帰した方向けの補助も

ありますが、それで補えない部分を補助し、

若者が安心して暮らせるまちづくりを進める

べきではないでしょうか。 

   移住者・定住者をただただ募集しても、な

かなか進まないのが現状かと思います。実際

の問題として、多くの市町村で移住者の取り

合いになっているのが現状です。だからこそ、

まずは流出を防ぐ一つの案として、地元回帰

の選択肢になるような施策を行う考えはない

のか伺います。 

   再質問を留保し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 10番林智議員の一般質問に対す

る町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 10番林智議員の一般質間にお答

えいたします。 

   最初に、災害時の対応についてお答えいた

します。 

   １点目、避難者の携行品の考え方について

申し上げます。 

   避難者の携行品として毛布等の準備を呼び

かけていた当時としては、今と違って段ボー

ルベッドや毛布等の備蓄を計画的に増やして

いる状況ではありませんでしたので、防寒対

策のため、準備していただけるのであればお

願いしたいという思いが背景にあったからで

あります。 

   先月までパブリックコメントに供しており

ました地域防災計画の案では、毛布等の生活

必需品については町が整備に努めることとし

ております。また、災害への備えについての

啓発事項として、非常持ち出し品としては救

急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等を準備す

ることや、最低３日分、推奨としては１週間

分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、

トイレットペーパー等を備蓄すること、高齢

者、乳幼児、食物アレルギー等、家族の実情

に応じた食料等を備蓄することなどを記載し
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ております。 

   町としては、議員がご指摘のとおり、避難

する際は最低限の非常持ち出し品を準備して

いただくよう呼びかけてまいりたいと考えて

おります。具体的には飲料水、最低３日分の

食料、ラジオ、懐中電灯のほか、着替え用の

衣類や防寒着、応急医薬品、貴重品、その他

日用品等を想定しておりまして、参考までに

荷物の重さとしては、男性で15キログラム程

度、女性で10キログラム程度としております。

災害の規模にもよりますが、町による装備だ

けでは不足するおそれもございますので、自

分の身は自分で守るという自助の考え方に基

づき、日頃から万全な備えを心がけていただ

きたいと考えております。 

   ２点目の避難する際の避難方法について申

し上げます。 

   地震の場合は、車で避難しないことや、途

中で車を乗り捨てて避難する場合は車両を左

側に寄せてエンジンキーをつけたままにする

ことなどが求められますし、水害の場合は道

路が冠水していて立ち往生を余儀なくされる

などのリスクがあります。地域防災計画の案

では、避難の手段として、「避難者は個々の徒

歩による避難を原則とする。ただし、避難者

の自力による避難が不可能な場合は、地域の

自主防災組織等が協力して避難する」として

いるところです。一方で、本町の地理的条件

や交通事情等からすれば、車で避難されるケ

ースが多くなるのは現実的には避けられない

とも考えております。 

   町の対応といたしましては、平常時は徒歩

による避難が原則であることを、これをしっ

かり周知するとともに、水害時には車での避

難が困難になる前に早めの発令を心がけ、ま

た駐車場が混雑して避難所に入れなかったと

いうようなことが極力ないよう、災害時協定

に基づく民間施設の駐車場の提供も含めて、

複数の避難所に分散していただけるよう配慮

したいと考えております。 

   さらに、被災を避けるためには立ち退き避

難が最も効果的である中で、安全を確保でき

る親戚宅・知人宅に身を寄せることや、同じ

く安全な場所で車中避難することも選択肢と

してあり得ることを周知してまいりたいと考

えております。 

   ３点目の災害時などの炊き出しについて申

し上げます。 

   長年にわたり、多方面においてまちづくり

に貢献されてきた婦人会が令和４年度末をも

って解散されたことは、非常に残念なことで

ありました。ご質問の炊き出しについても、

令和２年７月豪雨の際には540食分をご用意

いただきました。 

   炊き出しに関しましては、婦人会が解散さ

れて、急な要請に応えていただける団体等が

見当たらない現状では、代わりにお湯注ぐだ

けで食事として提供できるアルファ化米など、

炊き出しに頼らない避難所運営も視野に入れ

る必要があると考えております。また、食事

の提供という点においては、災害時協定に基

づいた流通備蓄の活用も有効であると考えて

おります。 

   一方で、地域防災計画の案では炊き出しに

ついて、自主防災組織、町内会、ボランティ

ア及びその他の民間事業者に要請して実施す

ることや、学校給食センターを利用して実施

することとされておりますので、総合防災訓

練の際に自主防災組織内の給食・給水班の皆

さんの参加を呼びかけて炊き出し訓練を行う

ことなども検討してまいりたいと考えており

ます。また、状況によっては、避難された方々

が交代で炊事にご協力いただく場合もあり得

ると考えております。 

   災害が長期化した場合の対応としましては、

まず、避難される方においては、できるだけ
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多くの方々に非常持ち出し品をご準備いただ

くこと、流通備蓄を含めた食料備蓄を有効活

用すること、万が一、これらの方法をもって

しても対応できないレベルの災害であれば、

災害時協定を提携している他の自治体や国・

県に支援を求めることなど、考えられるあら

ゆる手だてを講じてまいります。 

   なお、消防団員への食事の提供につきまし

ては、団幹部の皆さんと連携し、状況を把握

しながら適切に対応させていただきます。 

   次に、道の駅河北「ぶらっとぴあ」の在り

方についてお答えいたします。 

   １点目の道の駅河北「ぶらっとぴあ」の生

き残るための活路について申し上げます。 

   先ほど４番議員にも申し上げましたとおり、

道の駅河北は、山形空港、山形新幹線、東北

中央自動車道等を利用して、河北町に訪れた

方が初めに目にする施設であります。また、

最上川グリーンパークに隣接する河北町の玄

関口に所在しております。開設も県内で２番

目と非常に早く、県内道の駅の先駆けとして

利用されてきました。 

   ここ近年開設されている道の駅を見てみま

すと、平屋の建物で、基本的な道の駅機能に

併せて大型駐車場を備え、産直施設が併設さ

れた複合的な施設が主流となっております。

10番議員がおっしゃるとおり、ひな産直、町

民プール、ひなの湯、ひなの宿が設置されて

いるエリアは、地元に限らず観光客の方々か

らも多く足を運んでいただける観光拠点の一

つであると考えております。 

   まずは、現施設の運営と現在の建物の耐用

年数などを総合的に踏まえ、今後十数年を想

定し、河北町の玄関口にある立地、空港、高

速インターから最も近い道の駅としての強み

を生かしながら、観光施設・観光事業の発展

並びに地域の活性化に寄与する施設として活

用していく考えであります。 

   ２点目の道の駅家屋の現施設の運用につい

て申し上げます。 

   議員がご指摘のように、道の駅河北付近の

最上川河川敷において、週末に限らず平日に

おいても、町内外から多くの方々がキャンプ

やバーベキューなどを楽しむため訪れていた

だいており、このエリアにおいても重要な観

光資源の一つであると考えております。 

   こうしたことから、昨年度、最上川河川敷

に、国土交通省の許可を得て新たに洗い場を

設置していたしました。ご利用も広がってい

ると認識しております。今後も、河川敷に訪

れた方々に楽しんでいただけるよう、道の駅

として何が提供できるか、管理をお願いする

予定としている公社と共に模索していきたい

と考えております。 

   次に、子育て支援の拡充についてお答えい

たします。 

   まず１点目、子育て支援としての奨学金の

拡充と連携した人口増への施策について申し

上げます。 

   河北町人材育成奨学金は、町独自の給付型

の奨学金制度であり、平成29年度から、就学

に必要な資金を給付することにより有為な人

材の育成を図り、経済的理由により進学及び

就学が困難な方に対して支援を行ってきてお

ります。 

   これまでの給付実績を申し上げますと、１

人当たり年間50万円として、平成29年度が４

人、平成30年度から令和３年度までが７名ず

つで、令和４年度は６名でありました。 

   一方、貸与型の奨学金返還の支援につきま

しては、若者の定着・回帰を促進するため、

奨学金の貸与を受ける大学生等に対し、卒業

後、県内で就職する場合は、県と連携して奨

学金の返還を平成28年度から令和２年度まで

山形県若者定着奨学金返還支援事業として実

施してまいりました。令和３年度からは、や
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まがた就職促進奨学金返還支援事業として実

施しております。 

   大学卒業後、河北町に居住し、県内で就職

し、３年経過後に奨学金を山形県が貸与機関

である日本学生支援機構、もしくは河北町の

育英会に対して一括でお支払いする事業であ

ります。２万6,000円に支援対象の月数を乗じ

た額が助成金額となっております。４年制大

学の方で、１年次に認定を受けた場合で申し

上げますと、最大で124万8,000円が上限額と

なります。助成額の２分の１を町で支援して

おりますので、仮に県内企業に就職し、河北

町以外の市町村に住所を設定した場合は助成

金額は半額となります。 

   認定の実績といたしましては、平成28年度

が１人、平成29年度は２人、平成30年度が１

人、平成31年度は２人、令和２年度は４人、

令和３年度と令和４年度が３人の助成候補者

として認定を受けております。これまでも県

のホームページや広報かほく等で周知してい

るところではありますが、今後も広く周知に

努めることによって、この制度利用を拡大し

てまいりたいと考えております。 

   河北町人材育成奨学金は、経済的理由で進

学や就学を断念せざるを得ないようなことが

ないように、有為な人材育成という観点にお

いて、給付型の奨学金制度を創設し支援して

まいりました。また、やまがた就職促進奨学

金返還支援事業は、若者の地元定着・回帰を

目的とした事業であり、それぞれの意図する

ところは違っておりますが、人口減少対策の

一つとして若者の地元定着・回帰を重要視し

た奨学金返還支援事業、その拡充という点に

つきましては、現行制度のしっかりした周知、

利用拡大とともに、併せて拡充についても検

討してまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   議長から申し上げます。 

   10番林智議員の一般質問の途中ですが、こ

こで昼食のため、午後１時まで休憩します。 

     休 憩  午前１１時５０分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   再質問に入ります。 

   「10番林智議員」 

○10番（林智議員） それでは、再質問に入らせ

ていただきます。 

   再質問の順番を変更させていただき、質問

事項２、道の駅の件についてお伺いします。 

   道の駅河北「ぶらっどぴあ」の在り方です

が、建物の建築物の耐用年数などを総合的に

踏まえ、今後十数年とのことですが、10年な

どすぐにたってしまいます。現に、現在のよ

うな状況になってから何年たっていますでし

ょうか。令和６年４月から新しくリニューア

ルオープンとなっていますが、今から実施設

計、予算とやってどのような感じで進んでい

くのか。本当にその状況ですぐオープンでき

るのか。今からやるのであれば、例えば天童

の道の駅のように、案内所は小さくとも機能

を果たすようにし、そして周りに十分な施設

が整っているところに移転したほうが、費用

的にも今後の対策的にも十分に理解が得られ

ると思うのですが、なぜそういった検討がで

きないのかお伺いします。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 今

後のこれからの道の駅のスケジュールという

か、進め方なんですけれども、まずは今のと

ころのスケジュールとしましては、４月１日

からの振興公社による管理業務の開始、それ

から併せて６月のこの議会が通れば修繕工事

の実施設計の業務委託、そして９月の議会に



 - 128 -

おいて修繕工事の実施設計に基づいて修繕工

事の追加、そして10月中旬から修繕工事の開

始、そして４月１日からの指定管理者候補者

の決定を行いまして、12月の上旬に指定管理

者の指定、そして12月中旬に指定管理者に関

する基本協定書の締結を行いまして、令和６

年の４月１日から指定管理の開始を始めたい

というような想定でございます。 

   そして、また移転という話なんですけれど

も、移転の検討につきましては、先ほども町

長から申し上げましたとおり、現施設を活用

しまして、今後十数年を想定して運営を継続

して状況を見据えながら、現在の位置での継

続か、また新しい場所への移転かをひな産直

が設置されているエリアを含め、近い将来、

移転の検討、現在地での継続、その検討は必

要であるというふうに考えております。まず

は、今現在においては現施設において、地域

の活性化につながるよう知恵を絞り、皆様か

ら助言とご協力をいただきながら検討して協

議を進めていきたいと考えております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） できるだけそういった計画

どおりに進められるようにお願いしたいと思

います。 

   また、今回このリニューアルの中で、町長

の答弁の中にも、町の玄関口にある立地、空

港、高速インターから最も近い道の駅などと

ありますが、正直、何度も話題や議題に上が

っていることと思いますが、出入口の不便さ、

これが全て町長のおっしゃる強みを打ち消し

ているのではないでしょうか。強みというの

であれば、この入り口問題を解消し、乗り入

れ、出口、出やすい、そういった環境にする

のも大切だと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 出

入口などの件につきまして改善が必要ではな

いかというご質問であります。確かにそのよ

うな出入口、もう少し入りやすいほうがいい

よねというようなご意見、これまでも以前か

らいただいておりました。これまでそういっ

た出入口の改善につきましては、以前、土地

に関しまして県の所有の土地になっておりま

して、県のほうにもその辺お話をしまして、

出入口があるところに以前は島というか、間

に花壇というかそういうのがちょっとありま

して、その辺をちょっとなくすようにという

ことで県に要望して、出入りがしやすいよう

にということで改善もしてきました。 

   さらに、また別の入り口からとか入れない

ものかねという話も出ましたが、堤防側、こ

ちらは国のほうの土地になっておりますけれ

ども、そちらのほうはやはり渋滞緩和などの

関係もございまして、別の出入口を造るとい

うのはちょっと無理だねというような話がさ

れまして、今の状況に置かれた中で何とか活

用しながらやっていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。な

かなか堤防側というのは難しいと思うのです

が、反対に西側というか工業団地側、飲食店

もありますが、その南側を迂回するようなル

ートでも、信号のほうに抜けられるようなル

ート等を考えられることもあると思います。

しっかりと使いやすい方向に持っていけるよ

うに、県との兼ね合いもあると思いますが、

先ほどもほかの議員の方もおっしゃっていま

したが、県とのつながり、知事とのつながり

をしっかり有効に活用していただき、強く要

望していただきたいと思います。 



 - 129 -

   また、観光施設事業並び発展のためにとい

うことで、それに寄与する施設として活用し

ていきたいとのことでしたが、現在リニュー

アルに向けて頑張っていますが、先般、有名

飲食店からの出店オファーも断ったとお聞き

しています。本当に地域の活性化などを考慮

しているのであれば、これこそ起死回生の一

発となるようなオファーだったのではないで

しょうか。引く手あまたの事業者の出店を断

る理由もお聞きしたいです。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 先

ほどありました有名飲食店がテナントで入り

たいというような話があったということなん

ですけれども、確かに現道の駅において３階

の食堂にお店としてテナントとしてというこ

とで興味を持っていただいたというのは非常

にありがたい話だなと思っております。そし

てまた、現施設で今の状態でテナントとして

興味を持つというのは、これはなかなかこの

ままで現施設での運営を続けていくという自

信にもつながったところでございます。 

   これまで、道の駅につきまして、町民の皆

様、そして議員の皆様に対して、令和５年４

月１日オープンを目指して進めているという

ようなご説明とお伝えしてまいりました。そ

してまた、先ほど林議員からも、営業してい

るものの、多くの方が閉館していると思って

いるというようなご心配の声もいただいてい

る状況の中で、まずは今の道の駅を早急に、

３階の食堂の運営も開始しまして、通常の形

でオープンさせることを最優先したいと考え

たところでございます。 

   こうして、一歩でも目に見える形として前

に進めて、町民の皆様、ご利用の皆様方から、

やっと道の駅がオープンしたんだね、今度ご

飯食いに行ってみるかねというような、皆様

の声、知っていただく中で、また今後ご希望

をいただくテナントがございましたら、ご利

用者の方々、それから地域の方々へのサービ

ス向上、活性化につながるもの、それからな

おかつ大規模な修繕費用が町の負担とならな

いようなものであれば、ぜひその辺は管理者

と協議を行い、テナントについては考えてい

きたいというふうに考えおります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。取

りあえずオープンということですが、一旦食

堂としてオープンするからには、１年、２年

という短いスパンではなく長い期間を見据え

てのオープンになることと思います。その中

で、機会があれば次のテナント、そんなこと

を考えているようであれば、結局はすぐ撤退

という、そういうことも計画の中に入っての

オープンというふうに捉えられてしまうので

はないでしょうか。 

   そういったことにならないように、やるか

らにはしっかりと長く、みんなの信頼を得な

がら、そして先ほど町長もおっしゃっていま

したが、道の駅として情報発信、町の顔とな

るように、町に人を呼び込み立ち寄ってもら

える、そういうふうになるためにも、ただた

だ開くのではなく、本当に大切なことをしっ

かり念頭に置き、来たチャンスは逃さない。

いずれまたチャンスがあるかもというのでは

なく、今決断のときということをしっかり見

据えて、先行して進めていただきたいと思い

ます。 

   また、現状の施設をそのまま運用というの

が町の考えであるのであれば、現施設をただ

そのまま活用するのではなく、ほかの市町村

でもありますが、河北町は道の駅としてだけ

でなく、最上川のほとりにあるという立地を

生かし、川の駅というのも冠し、道の駅と川
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の駅、両方を冠することにより、最上川グリ

ーンパークと隣接する、そういった総合的な

新たな方向性も見いだすことが大事なのでは

ないでしょうか。その辺はどうお考えなのか

お聞きしたいです。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ご指摘の点については、私も全

く同感であります。単純に閉館といいますか、

あるいは部分的な開館にとどまった以前に何

とか戻して、何とかオープンしようやと。そ

こをまず急ごうやという頭は全くございませ

ん。これからの道の駅、今の立地を生かした

あの建物の活用ということでは、先ほど来ず

っと申し上げてきたとおりで、今そこに向か

って取り組んでおります。事務方も含めて、

あと相手となる公社との協議も含めて、これ

からの道の駅の在り方を、あの立地のあの建

物の中で１階から２階、３階、トータルな形

でどう総合力を発揮していける道の駅にして

いくか。そういった道の駅を目指してまいり

ます。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） そういった総合的なものを

目指していただけるのであれば、今私が申し

ましたように川の駅と道の駅、両方の視点か

ら行けるような施設にするとか、また、先日

も安孫子議員からもありましたが、カヌーを

観光として位置づけながら、そういった指導

できる方を置くのはできないのかなどの話も

ありました。全く私も同感です。今河北町で

も地域おこし協力隊などいろいろな分野の方

を起用していますが、そこに道の駅の管理と

いうのはおかしいんですが、道の駅をそうい

った観光拠点にするためにも、カヌーのでき

る地域おこし協力隊のような方を雇い入れ、

カヌー産業を発展させるという考えはないで

しょうか。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 川

の駅、それからカヌーなど、レジャーなど、

そういうのが受け入れられるような道の駅と

いう話なんですけれども、大変面白い話だと

思います。私もいいアイデアだなというふう

に聞いていたところでございます。道の駅で

やるというのは場所的に非常にあそこは合っ

ているなと思います。 

   何よりもなんですけれども、やはりその受

入れ側、確かに地域おこし協力隊という方も

一つだと思います。あと、今現在、実際にそ

れを行ってくれる方、あとそれは一人だけで

はないのかなと。ある程度の団体というか、

まとまった人数、団体が結局は必要なのかな

と。それがあって初めてあの場所で行ってい

けるのかなというふうに私は考えます。なの

で、今、林議員からいただいたアイデア、こ

れを今後、受皿というか、受入れ団体なども

含めて考えていければなというふうに思いま

す。ありがとうございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） 私、今道の駅で話ししてい

ますが、正直、私は一つのことを一つだけで

考えるのではなく、横のつながり、全てを連

携させて、そして町の発展を担うような方針

をしていかなければならないと思っています。

そのためにも、道の駅が道の駅だけでなく、

道の駅を通じてのまちおこし、河北町の発展、

そこに全てつながらなければならないと思っ

ています。そのためにも地域おこし協力隊、

そういった方が来ればカヌーを通じてよそか

らの移住者を呼べる。また、そういった面を

通じて、今度はカヌーを通じて谷地高の入学

生にも波及するのではないか。他県からの呼

び込み、そういったことも含めながら河北町

をカヌーを通してＰＲする、そんな拠点にな
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る道の駅、川の駅、そういった構想を町長は

考えられないのかお伺いします。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 まちづくりについては、様々な

可能性、そして今何よりも河北町に新たなシ

ーズをつくって、そして芽を出して、そして

花咲かせる、そういったことももちろん大事

ですし、その種まきからする方も大事な存在

になるかと思いますけれども、やっぱり今ま

で蓄積された中で今もやり、これからもやろ

うとしている、そういった方々の様々な力と

いいますか、アイデアだけでなくて、実際自

分として関わってまちおこしの一つの担い手

としてやっていくんだと。そういった芽も含

めて、そういった形については大いにバック

アップしていきたいと。これはハードをどう

するかという話ではない、もう町おこしその

ものだと思っています。 

   そういった意図を持った様々な方、そうい

う中には地域おこし協力隊の方もいるでしょ

う、今町の中で新たにやろうとしている人も

いるかと思います。考えている人もいるかと

思います。そういった意思は十分町として大

いにバックアップしていく、そういった思い

で町としても知恵を絞り、地域おこし協力隊

の制度の活用だけでなくて、様々なアプロー

チができると思いますので、もうこれはその

中で道の駅を活用したいんだという話があれ

ば、ウィン・ウィンの関係になればもう大い

に使っていっていいわけです。まずは何をや

るか、それをどういった形でやるか。カヌー

事業にしてもどういうふうに仕掛けていくの

か、やっぱりそこがまさに人づくり、人の確

保も含めて大きなまちづくりのポイントだと

思っております。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。前

向きなご返答だったと受け止めます。ぜひ、

今までの縦割りのことだけの行政ではなく、

横のつながりを大切にし、しっかりと連携し

ながら波及効果、それが得られるようなそう

いったまちづくりを目指していただきたいと

思います。耐用年数が10年の建物と言われて

も、十数年と言われても、その10年なんかは

すぐに過ぎてしまいます。さらに先を目指す

ためにも、しっかりと連携の取れた新たなま

ちづくり体制を取っていただきたいと思いま

す。 

   次に、最初の防災関係のほうの質問に戻ら

せていただきます。 

   ２点目の避難する方法についての中で、地

域防災計画（案）では、避難の手段として、

本町の地理条件や交通情報等からすれば、車

で避難されるケースが多くなるのは現実的に

避けられないとも考えておりますとのことで

すが、令和４年度の河北町防災総合機能装備

検討委員会の報告の中に、水害時に水平避難

を必要とする地区の人数と避難先等の中で、

例えば河北中を避難先とされている地区が８

地区で世帯数が512世帯、人数にして1,561名、

そこに工業団地の方を含めると人数にして

2,442名となっていますが、当の河北中では収

容人数は、１人当たり２平米として980名の収

容可能人数となっています。工業団地の方を

含めなくても62％の方しか入れないのではな

いでしょうか。 

   それに比べ、町民体育館など、収容人数750

人に対して当該者数が250名となっています。

もちろん自動車で来られた方はグラウンド等

に車中避難という選択肢もあるかもしれませ

んが、人数や避難先の割り振りをもっとしっ

かりと見直しするべきではないのかお伺いし

ます。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 お答えしたいと思

います。 
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   避難所等の収容人数につきましては、防災

計画の中で規定をさせていただいているとこ

ろでございます。実際に昨年、大雨被害など

もあったときの発令の仕方としましても、対

象となった地域の世帯数であったり、人口で

あったり、そういったものも考慮しながら避

難先のほうを誘導させていただいたというと

ころでございます。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。こ

の基本計画の中での割り振りだけではなく、

そのときの状況に応じて変更していただいた

誘導というふうに受け止めてよろしいのでし

ょうか。お願いします。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 説明が足りません

で、失礼しました。 

   基本になる計画は計画で、もちろん尊重す

べきものは当然であります。ただ、状況によ

っては臨機応変の対応も必要になるというの

が災害対応であるというふうに認識しており

ます。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。 

   次に、３点目に災害時等の炊き出しなどに

ついての中で、地域防災計画（案）では、炊

き出しについては自主防災組織、町内会、ボ

ランティア及びその他民間事業者に要請をし

て実施することや学校給食センターを利用し

て実施することとされていますが、婦人会に

代わるものとして自主防災組織や町内会に協

力を仰いでいくことは非常に重要なことと思

います。 

   避難された自主防災組織や町内の方がとい

うのも大切ですが、避難所、周囲の被害の少

ない自主防災組織や町内会の方々にもしっか

りと協力を仰ぎ、被災された方の負担を減ら

す工夫も大切だと思います。そのためにも、

町と自主防災組織や町内会との関係をふだん

から密にしていただき、協力関係を築いてい

ただきたいと思います。 

   そこで、総合防災訓練の際に自主防災組織

内の給食・給水班の皆さんの協力を呼びかけ

て炊き出し訓練を行うことなどを検討してい

るとのことですが、いつから検討を始めてい

たのか。そして、実際いつからそういったこ

とを行う予定なのかお聞きしたいです。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 失礼しました。炊

き出しに関するご質問をいただきました。 

   議員ご承知のとおり、炊き出しに関しまし

てはこれまで町の婦人会、日赤奉仕団という

形ではありますけれども、団体のほうで主に

請け負っていただいて、令和２年７月の際に

も実施していただいたと、町長答弁にあると

おりでございます。 

   昨年度いっぱいで団体としては解散された

ということで、ではその次の段階ということ

に町としては考えるところでありまして、そ

うなってきますと、もともと防災計画にもあ

りますように自主防災組織、こういったとこ

ろを活用させていただいて炊き出しのほうを

バックアップ、協力をいただくのが一番流れ

としてはふさわしいと考えておりまして、い

つからということでのご質問でありましたけ

れども、婦人会解散に伴ってそのような方向

にまだ考えているという段階です。 

   具体的にはまだこれから総合防災訓練、会

場地としては溝延で開催することなど、日に

ちなども含めて内定しておりますけれども、

これから詰めてまいりますので、その中でい

ろんな課題をクリアしながらぜひ実現に持っ

ていきたいというふうに思うところでござい

ます。 

   なお、特に質問は直接なかったんですけれ

ども、ただいまのご質問の中で避難の少ない
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地域の方々が避難された方をサポートすると

いうか、そういうのが大事なんではないかと

いうようなことでのご発言もあったかと思い

ます。その点に関しましては、今年度の水防

訓練のときに北谷地を会場にしたところなん

ですけれども、土砂災害避難の確率の高い岩

木一地区と山口地区の方々に避難していただ

いて、それを北谷地地区の残りの地区の皆さ

んが避難所のほうで迎え入れるというような

スタイルで訓練をさせていただきました。議

員おっしゃるような形は非常に理想的なこと

で、そういった部分、なかなか正直まだ浸透

するには時間がかかるかもしれませんが、目

指していくべき姿かというふうに考えている

ところです。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。す

ばらしい対応ができていてすばらしいと思い

ます。 

   それと、もう一点気になるのですが、炊き

出し等の場合に災害が大変なときに民間事業

者等に要請して実施することや、学校給食セ

ンターも利用して実施するとのことですが、

本町が被災に見舞われた場合、町民はもとよ

り行政も被災するということです。町として

は、事業所や行政機関も被災し、麻痺する可

能性もあるということをしっかり考慮し、今

後の課題としていただきたいと思います。災

害は待ってくれません。いつ来るか分からな

いのです。早急の検討、対策をお願いしたい

と思い、質疑１の質問を終わります。 

   最後に、子育て支援の件で質問させていた

だきます。 

   子育て支援の拡充ということで奨学金の返

済補助ですが、若者の定着・回帰を促進する

ために、県と連携して奨学金の返済支援をや

まがた就職促進奨学金返還支援事業というの

が実施されていますが、補助対象額が最大で

124万8,000円が上限になっています。労働者

福祉中央協議会が2020年９月に実施したアン

ケートによれば、大学生の平均借入額は約310

万円、借入金が200万円から300万円である学

生は全体の４分の１を占めているとなってい

ます。この平均の半分にも満たない金額です。

その足りない部分を、河北町に戻ってきてく

れた若者、来てくれた若者に対して投資する

のです。こういったことが本当の人口増への

投資ではないでしょうか。こういった投資を

町はやるべきだと思いますが、町長のご意見

をお伺いします。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 子育て支援については、本当に

ゼロ歳児保育から大学進学、社会人として成

長するまで途切れなく、子育て・教育は連続

してまいります。そこに対する単に経済的負

担だけでなくて、子育ての環境、学童保育の

質疑も今日ございましたが、経済的負担の軽

減、施設的なサービス、マン的なサービス、

様々多岐にわたるところ、そこをトータル的

にどう進めていくかというのが大きな子育て

の支援の問題だと思います。 

   そして、そういった子供に投資する部分だ

けでなくて、子供に投資するためのまさに教

育費、親にとってみれば投資という言葉はあ

まり使いたくないですけれども、やっぱり子

育てというのは人づくりであり、次の地域づ

くりにつながる大事な存在です。そういった

意味でも、子育てと教育というのは大きなテ

ーマであり、働く、そして暮らす、住宅環境

も含めて多岐にわたります。 

   そういった中で、今まで比較的、就学のと

ころは県、あるいは町の給付型、そういった

ところで一歩先んじた取組をしてきたという

ことで、どちらかというと若年層のところへ

のことをやってきています。今、国の子育て
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政策も大きく前進しようとしているし、して

もらいたいと、してもらわなければ困るとい

うふうに思っています。財政力の弱い地方部

が取り残されていくような政策は困るわけで

す。国全体としての投資という考え方で、今

政策が向こうとしています。町としてもそう

いう中でどこを進めていくべきか、そして国

に先んじてでもとにかくやらなければならな

い部分はあるのか、そういったことも含めて

総合的に検討してまいります。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。と

にかく、先ほどから言うように、一つのこと

をやって一つで終わるのではなく、一つのこ

とをやった結果、ほかのことにも波及するよ

うな、連携して波及効果が得られるような施

策をしっかりとやっていただきたいと思いま

す。そういったことをお願いし、質問を終わ

りたいと思います。 

○丹野貞子議長 以上で10番林智議員の一般質問

を終わります。 

   ここで13時38分まで休憩します。 

     休 憩  午後１時３３分 

     再 開  午後１時３８分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第２、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 

   議案が事前に配付されておりますので、審

議の際の議案の朗読は省略したいと思います。

これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   最初に、議第41号令和５年度河北町一般会

計第３回補正予算についてを議題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （１番、４番、５番、６番、７番、８番、

９番、10番、11番、12番、14番の通告あり） 

   確認します。 

   １番、４番、５番、６番、７番、８番、９

番、10番、11番、12番、14番、落ちありませ

んか。 

   それでは、「１番安達智勇議員」 

   休憩します。 

     休 憩  午後１時３９分 

     再 開  午後１時３９分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   改めて確認します。 

   ４番、５番、６番、７番、８番、９番、10

番、11番、12番、14番、落ちありませんか。 

   10番も取下げ。 

   それでは、再度確認します。 

   ４番、５番、６番、７番、８番、９番、11

番、12番、14番、落ちありませんか。 

   それでは、「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 私から、質疑２点お

伺いしたいと思います。 

   まず初めに、ページ21、６款１項３目農業

振興費の中で、元気な地域農業担い手育成支

援事業補助金249万9,000円、これは今回の補

正では追加だということで承知しているんで

すが、今までこの追加になる前、これは令和

５年度から、令和４年度もあった事業だと思

うんですが、今まであった事業の内容、また

今回追加になる内容を分かれば教えていただ

きたいと思います。 

   次に、ページ27の９款１項４目水防費、排

水処理基本調査業務委託129万8,000円、これ

は溝延、私の地元であります柏川の内水の調

査費ということで計上になっていると思いま

すが、その内容について詳細をお伺いしたい

のと、あと多分、築堤絡みのますの調査とか、

いろいろ内水の調査をやっていただける費用
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だと思うんですが、その詳細を教えていただ

きたいと思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 21

ページ、６款１項３目元気な地域農業担い手

育成支援事業費補助金についてでございます。 

   これは令和５年度の当初予算におきまして、

一つ予算がついてございました。こちらの内

容につきましては、パイプハウスの整備とい

うもので、内容についてはそういったもので

ございます。元気な地域農業担い手育成支援

事業の中にはメニューが４つほどございまし

て、このたび補正するものは担い手農家、新

規就農者に対する支援でございます。内容に

つきましては、消毒でありますスピードスプ

レーヤー、あとは自動選果機、果樹の選果機、

そういったものの内容になります。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 予算書26、27ペー

ジ、９款１項４目水防費、排水処理基本調査

業務委託に関するご質問を頂戴いたしました。 

   議員おっしゃるとおり、内容としましては

柏川の水害対策の調査経費ということでござ

います。内容についてということでございま

すが、柏川のところに我々担当課としてはい

わゆる水門を設けて、その水門を排水に活用

するようなイメージを持って業者に委託しよ

うと思っております。ただ、やはり規格であ

ったり、規模であったり、そういったものが

まだちょっと専門的な部分から私どもではな

かなか判断つかないところがありますので、

業者の技術であったり、知識・経験であった

りで適当な水門をどこにどの程度のものを置

けばいいのか、あるいは水門以外にも何かし

かるべき対応策があるのかという部分も含め

て検討していただく経費というふうに考えて

おります。 

   なお、議員からは築堤という言葉も頂戴し

ましたけれども、築堤計画も並行して行われ

る中で、それも念頭に置いた上で業者さんと

の打合せを重ねていきたいというふうに考え

ております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） まず、１点目の６款

１項３目の農業振興費の中の補助金ですけれ

ども、追加ということでスピードスプレーヤ

ーとか、いろいろ新規就農者のための支援だ

ということは分かりました。でも、当初予算

出てからすぐ補助金が足らなくなるというぐ

らい、やっぱり農家のために興味がある人、

また新規就農者が多くなっているんだなとい

うことでつくづく力強く思うところです。こ

の件に関しましては、以上で終わります。 

   あともう一点、排水処理の基本調査という

ことで、築堤絡みの件も含めて調査していく。

また、私からの意見としてはもう一点要望な

んですが、溝延の地区内の要は八区の公民館

あたりの柏川のあそこの氾濫も非常に大きい

被害を被っています。その辺も含めて調査を

お願いしたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思いますが、その辺いかがですか。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 請負業者には現場

のほうに立入調査などもお願いしまして、調

査を進めることになります。私のほうから今

お答えできるのは、効果的な箇所に効果的な

対策を取るよう目指して取り組んでいくとい

うことでご容赦をいただきたいと思います。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） ありがとうございま

す。極力ちょっと雨が多く降ったなというと

きに現場に来てもらえれば、結構目で肌で感

じる部分もございますので、ぜひその辺も加

味して調査のほうをよろしくお願いしたいと
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思います。 

   以上で終わります。 

○丹野貞子議長 以上で４番東海林議員の質疑を

終わります。 

○丹野貞子議長 次に、「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 私も４番議員と同じよ

うに、まず20ページ、21ページの６款１項３

目農林水産業事業費、農業費、農業振興費の

249万9,000円、ただいま４番議員からも質問

ありました。担い手の経営定着の取組だと思

いますけれども、補助事業費ということでし

た。これは山形県令和５年度の元気な地域農

業担い手育成支援事業プロジェクト計画、プ

レスリリースを読んだのですけれども、それ

に該当するのかどうかを伺います。これの募

集期間が４月17日から５月19日までという１

か月間で、この間で募集を行って、河北町で

はこの金額249万9,000円ということになった

のかお伺いします。 

   次に、20、21ページ、６款２項２目林道整

備事業で79万円ついておりますけれども、掛

かり増しなんでしょうか。説明をお願いいた

します。 

   あと、16、17ページの３款２項１目民生費、

児童福祉費、児童福祉総務費で2,371万円が出

ています。放課後児童クラブ運営委託料、放

課後子ども環境整備事業費補助金とあります。

国庫支出金が790万3,000円、県支出金が790

万3,000円と特定財源でありますけれども、こ

れは放課後児童クラブの指導員の人件費にな

るのか、あるいはそれ以外になるのかお答え

をお願いします。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 お

答えします。 

   １点目、21ページ、６款１項３目元気な地

域農業担い手育成支援事業費補助金でありま

す。こちらにつきましては、昨年度からこう

いうメニューがあるということで募集をさせ

ていただいておりまして、その中でお声があ

ったものは、当初予算のほうで１件させてい

ただいておりました。先ほどプレスリリース

になったものとは若干違っておりまして、こ

れはこれから申込期限がやってまいるもので

ございます。その中でもう一件、新たに新規

担い手の農家の方がこのメニューに合致する

のではないかというご相談を受けて、スピー

ドスプレーヤーや自動選果機ということで対

象になるということで補正で上げさせていた

だいているものでございます。 

   あともう一点が、同じ20、21ページ、６款

２項２目林道整備事業費でございます。こち

らにつきましては、この春先雪解けで林道の

ほうが大きく崩れておりまして、どうも道路

を横断する排水に落ち葉等が詰まってしまい

まして、うまく排水にならずに雪解け水が道

路の上を走ったようであります。その砂利を

取り除いたり新たに整地したりするという費

用で、新たに今般計上させていただいたもの

でございます。 

○丹野貞子議長 「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 16ページ、17ページ、

３款２項１目児童福祉総務費の2,371万円の

件についてであります。 

   まず、放課後児童クラブ運営委託料が2,271

万円ということで、こちらの内訳を申し上げ

ますと、放課後児童支援員処遇改善等に係る

費用、あとは開所日数加算、長時間加算、送

迎支援事業、公定価格の変更、長期休暇受入

れ対策費の廃止ということの内訳になってご

ざいます。 

   次の放課後子ども環境整備事業費補助金に

つきましては、谷地南部小学校区にある放課

後児童クラブのエアコンの更新をするため、

国の基準に合わせて補助するものになってお

ります。全て人件費となるものではございま
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せんので、よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） ありがとうございます。

３款２項１目、今全て人件費になるものでは

ないということでしたけれども、人件費に対

する国の補助金など４つの項目について今説

明がありましたけれども、その辺についても、

町のほうでは国の改定について考慮しながら、

学童保育の支援員に対する特段の補助などは

これからも考えていくべきだと思うんですけ

れども、今回この金額がついたということは、

国のほうでこの補助、また国庫支出金、県支

出金がついたということで今回補正が出てき

たわけですけれども、もちろん町のほうでこ

の国庫支出金に対して数字を出して要求した

ということなんでしょうか。お願いします。 

○丹野貞子議長 「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 こちらの国庫支出金、

県支出金になりますが、こちらは国、県、町

３分の１ずつ負担ということになりますので、

その金額になっているところでございます。

全て国の基準になるものです。 

○丹野貞子議長 以上で５番石垣光洋議員の質疑

を終わります。 

   次に、「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 私の質問も４番東海林

議員と同じ６款１項の農業費についてでした

けれども、先ほど説明いただきました。その

内容について、機械等の購入に一応充てられ

るという説明を受けたわけですけれども、そ

れはその都度その都度、年間何回ぐらいとか

というのはあるんでしょうか。補正というの

は、例えば３月に申請すれば、４月、５月に

出るという、そういう感じで補正というのは

なったりするものなんですか。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 予

算取りにつきましては、前年のうちにおおむ

ねメニューが示されますので、そういったと

ころ農協、あるいは農家の方、直接調べて、

町のほうでも当初予算として要望をしていく

というところであります。このたびにつきま

してはまだ申込期限内でありましたので、春

先、そういったところで県のほうとも相談し

まして要件に合致するというところがありま

したので、このたびの補正に上げたところで

あります。 

   また、申込期限があれば、今後も間に合え

ば、別途、別のメニューでもあれば９月、12

月でも間に合うんであれば12月でもというよ

うな補正をしてまいるという考えでございま

す。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 分かりました。ありが

とうございます。 

○丹野貞子議長 以上で６番増川憲一議員の質疑

を終わります。 

   次に、「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 10ページ、１款１項１

目議会費に人件費といいますか、給与として

900万円余りがあります。議会の人件費として

これだけあるのは事務局に１人増やすのかと

思いましたら、どうもそうではない内容のこ

とでありますけれども、実はこれは議長から

もそういうふうに要望出ているようですが、

河北町の議長が村山町村議長会の会長、それ

から県町村議長会の会長、２つ当たっていて、

事務局がいつもよりもずっと多い事務といい

ますか、仕事をこなさなければいけないとい

う事情があって、この６月議会などは臨時に

職員に対応していただいたりしながら、病欠

なんかの分も含めて対応していただいてはお

るんですが、ここで副町長にお聞きしておき

たいんですけれども、２年間ぐらいこの会長

兼務が続くというのはなかなか大変なことで、

ちゃんと人事異動で議会事務局にもう一人配
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置すべきなのではないか。町が対応している

例えばコロナ対応とか、マイナカードの対応

などのような新たな事業が当たっているとい

うような認識をすべきではないかなと思うん

ですが、お聞きしておきたい。 

   それから、次は、今ほかの議員から質疑が

ありましたが、16ページ、３款２項１目児童

福祉総務費で2,371万円の追加補正がありま

す。これで内容は分かりましたが、指導員の

待遇改善の予算などが主なものだということ

のようです。これについて、実は近隣市町な

どでは去年度からも対応しているところもあ

るんですね。こういったものは河北町もでき

るだけ素早く対応していくべきではないかと

思うんですが、なぜ河北町は令和５年度から

なのかお聞きしておきたいと思います。 

   それから、22ページ、７款１項１目道の駅

河北費でありますけれども、486万円あります

けれども、この道の駅、昨日今日ですか、一

般質問でも議論になっていますけれども、こ

れはこれで町長が考えられるようなことは進

めるとして、でも、道の駅は各自治体がそれ

に取り組んでいるのは、自治体にとって集客

とか産業振興の大きなツールといいますか、

役割を果たしてくれるそういった施設になる

んですね。そういう意味で、今のあの場所だ

となかなか本来のことに応え切れない、いろ

いろな制約を持つというようなことも認識し

て、この予算はこれはこれで進めつつ、十数

年後オープンに向けて今の段階から次のやつ

も考えておくというような予算にしていくべ

きなのではないかと思うんですが、このこと

について考えをお聞きしておきたいと思いま

す。 

   それから、22ページ、７款１項１目べに花

温泉ひなの湯関連の２号源泉ケーシング調査

220万円補正がありますけれども、ひなの湯源

泉のどうも限界が見えつつあるので、ケーシ

ング調査と併せて、３号源泉の調査なども開

始すべきもう時期なんではないかと、こうい

った認識を持つべきではないかと思うんです

が、お聞きしておきたい。 

   それから、26ページ、９款１項４目水防費、

これも今質疑ありましたが、どの程度の内容

の調査を依頼するのか。槇川に内水が集中す

る、降水が集中するのは、どの地域に降った

のが流れてくるとか、それから昭和堰頭首工

から取り込んだのがどのぐらい流れ込んでく

るとか、そういったのも調べるのか。そして、

そういったことをどんなところがその調査を

やってくれるのかという、委託先でいつ頃ま

でに結論を求めるのか。このことについてお

聞きしておきたい。 

   以上、お聞きします。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 道の駅につきましては、予算の

内容をちょっと超える部分がありますので、

私から答弁させていただきます。 

   まずは、今回お願いしておりますリニュー

アルオープン、そしてさらには４月に向けた

準備、ここについての取組をぜひご理解いた

だければというふうに思いますけれども、先

ほど来の一般質問の質疑の中でもございまし

たけれども、今後10年、20年、30年、この将

来を見据えた町としての地域づくり、あるい

は道の駅という機能を核とした新たな道の駅

の構想戦略ということについて、今の立地と

いうものを最大限生かした形で、さらにそこ

に投資をしていくのか、あるいは場所の移転

も視野に入れていくのか。ここは今の時点で、

ある意味でいうと方向性を持っているものは

ございませんが、いずれにしても新たな展開

の方向というものは大きな当町にとっての課

題認識だということは申し上げておきたいと

いうふうに思います。 

   そういった中で、そこを15年というか、十
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数年ですね。今後もありますので、十数年、

10年から15年、その中で経過してからその課

題について検討するというのでは遅いと思い

ます。そういった意味で、今の段階で場所あ

りきでもありませんし、次の総合計画の中の

テーマになってくるのか、いや、後期計画の

中でもある程度の方向性を打ち出していくの

か。そこも含めて今後の課題だというふうに

思っております。現時点では、そこまでの答

弁にさせていただければというふうに思いま

す。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 議会事務局の職員体制のご質

問でございますが、現在、局長含めて３名の

職員がおります。ただ、うち１名の職員が病

気療養中ということで今休んでおりまして、

間もなく復帰するというふうに聞いてはおり

ます。そういったこともありまして、今、休

憩時間などは議会事務局以外の職員がお手伝

いをしているというような状況にございます。 

   人事、職員の配置のことでございますが、

７番議員おっしゃるように、村山地方町村議

会議長会の会長に今丹野議長が就任されてい

ると。さらには、山形県町村議会議長会の会

長にも就任されたということで、非常に多忙

といいますか、忙しい業務に当たっていらっ

しゃるということで、職員の増員というお話

かと思います。 

   以前に、村山地方町村議会議長会の会長に

河北町の元議長の庄司議長さんが会長になら

れた時期がございました。その後、岡田さん

もなられたことがございましたが、私が議会

事務局に職員として配属されていたときの職

員が、私が事務局長を仰せつかりまして、係

長に今の田川局長、担当職員に須藤係長が職

員として我々３人がおりました。そういった

ことで経験が豊富でございますので、業務を

こなせるだろうということで、このような人

事にさせていただいたということもございま

す。ただ、私がその職にあったのは、間もな

く10年、９年ちょっとになりますけれども、

そのときとまた業務量が変わっているかとも

思います。その辺は状況を見まして対応させ

ていただければというふうに現段階では思っ

ております。 

○丹野貞子議長 「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 17ページの放課後児

童支援員の処遇改善についてであります。 

   こちらの委託料につきましては、国の基準

を基に町で要綱を定め、その要綱に基づき委

託料の支払いをしているところです。要綱は

各市町村で定めておりますので、今回の処遇

改善を図るものについては定めていない市町

村もあるのが現状でございます。これまでも

処遇改善については要望等もありまして、近

隣市町の状況等の確認に時間を要しました。

そのため当初予算編成には間に合いませんで

したが、放課後児童クラブ側の運営が過不足

なく行われるよう、子育て環境の充実を図る

面からも少しでも早く予算化したいという思

いがあり、このたびの６月補正に計上させて

いただいたところです。よろしくお願いしま

す。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 22

ページ、23ページ、７款１項４目観光施設費

のべに花温泉ひなの湯費の２号源泉ケーシン

グ調査業務委託料につきまして、これに係る

質問でございます。 

   この２号源泉ケーシング調査ということな

んですけれども、現在この２号源泉というの

が、昭和61年掘削で37年経過しております。

大変長い間利用してきております。この中で、

このたびの補正に関しては継続してまずは使

っていくというのが大前提として考えており
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ます。先ほどあったとおり、第３号源泉につ

いても考えなくてはいけないのではないかと

いう話なんですけれども、やはり経過年数も

踏まえている中で、今後、３号源泉も考える

べきものであろうと思います。ただこの時期

に関しては、今ここでいつというのはちょっ

とはっきり申し上げられるところではござい

ませんので、まずは２号源泉を継続して利用

していきたいということでの補正をよろしく

お願いしたいと思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 26、27ページ、９

款１項４目水防費、排水処理基本調査業務委

託に関するご質問でございます。 

   こちら事業につきましては、あくまでも溝

延地内柏川の排水対策ということで、柏川に

水門をつけると。その具体的な場所であった

り、どのような規模の水門をつけるかという

検討、あるいは、第２、第３案として水門を

つけるほかに何かいい方法があれば、その請

負業者から提案していただくというものでご

ざいます。 

   そういった部分でいわゆるコンサルタント

業者委託しまして、その経験であったり技術

であったりを発揮して、町に対して報告書を

提出していただくというものでございますの

で、先ほど議員のご質問の中では槇川内水と

か、下槇とかという言葉でご発言をいただき

ましたけれども、すみません、勘違いですか、

私の。失礼しました。あくまで溝延の柏川の

事業ということでございます。成果品として

報告を求める時期としましては年明け早々に

も求めたいというふうに、今の考えでござい

ます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） ２点目の学童保育につ

いてなんですけれども、指導員の待遇改善に

ついて今年度スタートして、それも年度途中

からでもスタートしていただいて、それはそ

れで評価するんですけれども、昨年度、令和

４年度からそういうような待遇改善に取り組

んでいる自治体もあったようなので、なぜ河

北町は今年度になったのかなというところを

お聞きしております。 

   それから、道の駅につきましては、道の駅

はかなり大きな集客能力とか、産業振興もう

まく使うと非常に大きな効果を表すことがで

きるもので、それを入りにくい道路とか狭い

場所に制約を受けている今の場所にだけこだ

わらずに、できるだけ早く本格的なフル規格

の道の駅を考えていくなどというのは早くス

タートしたほうがいいのではないかなと。考

えなければいけないと思うけれども、まだそ

の時点ではないというふうに町長はお考えの

ようですが、そうではなくてもっと早くして

いったほうがいいんではないかということで

あります。ぜひ、そういったふうにもう一度

お聞かせいただきたいと思います。 

   それから、べに花温泉ひなの湯費でありま

すけれども、令和４年度中にも原泉の不調で

何日間か、ちょっと長い期間休んだというよ

うなこともありましたので、こういうことが

一回あったらさっさと次の対策も考えておく、

具体的に進めておく。土の中なので分からな

いので、また同じトラブルがあったというよ

りは早くやっておいたほうがいいのではない

かなと思います。ということですが、もう一

度お聞きします。 

   それから、水防費については、槇川のほう

は関係なくて、柏川の水系でどの辺まで降っ

た雨が柏川に流れ込むかと。寒河江川の頭首

工から取り込んだ水も、田んぼに流れたりし

ながら柏川にも流れ込むというようなことも

あるので、その辺のことの水量などもちゃん
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と調べて、どのぐらい最大流れ込むんだとい

うようなことなんかも調べるんだろうかとい

うことをお聞きしております。どんな内容か

もう一度お聞きしたいと思います。いわゆる

コンサルに来年早々には結論をもらうと、そ

ういうような予定というふうにはお聞きしま

した。 

   以上、内容についてもう一回お聞きします。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今の道の駅にこだわらずでの将

来に向けた町としての大きな今後の方向性、

その中でやはり本町にとっての、先ほど今の

道の駅の立地ということを申し上げましたけ

れども、やっぱり河北町のこの好立地を生か

した形での、こう言ってはなんですけれども、

他の道の駅に追いつく道の駅でなく、そこの

先を見据えた本町としての戦略を持った道の

駅、これについては明確に課題意識としては

持っているということを現時点で申し上げま

す。 

   ただ、具体的にその構想をどう具現化して

今後のスケジュールに持っていくのかという

ことも含めて、場所の問題もございます。そ

ういったことも含めて、今後、今お願いして

いる道の駅をどう活用して、そこにどういう

効果が現れ、次の道の駅構想というものにど

うそこからつなげていくのか。そこも含めて

検討課題だというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 放課後児童クラブの運営

側の処遇改善についての措置といいますか、

昨年度なぜ行われていなかったのかというふ

うなことのお尋ねでございますが、昨年度も

その処遇改善だけを盛り込んで、うちの要綱

の中に取り込んでやるという方法もありまし

た。ただし、うちの要綱につきましては、国

の基準の一部に町の独自の考え方を盛り込ん

だ形での要綱であります。ということで、そ

の内容についてもう一回見直しをかけたいと

いうことで全体的な見直しをかけて、今回そ

の要綱について全面的に直すということがよ

うやく今回の６月補正の前に考え方として決

まった、定まったということがありますので、

それも併せて今回、国の要綱に基本的には併

せた形での町の要綱というつくり込みをした

上で、今回の補正ということで措置したとい

うふうな内容でございます。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 先

ほどありましたひなの湯の３号源泉について

の考え方なんですけれども、やはり先ほど申

したとおり、２号源泉、37年経過していると

いうこともありまして、それを考えると、理

想としては第３号源泉を掘りまして、二本立

てで進めていくのがやはり理想的だなという

ふうに考えます。ただ、やはり３号源泉、こ

れに当たっては非常に金額もかかります。そ

れから、掘るまでのスケジュール、日程、そ

れから手続など、その辺も近隣市町からお話

をお聞きしながら、財政計画に盛り込み、な

おのこと今後のスケジュールを加味した上で

どのタイミングで進めていくか、実際に動き

始めるかというのは今後、考えていきたいと

いうふうに考えております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 水防費に関するお

尋ねでございます。 

   このたびの調査につきましては、あくまで

も上流地の水系に関する調査をするものでは

なく、溝延八区における内水害の軽減に向け

た取組を進めるという部分での調査であるこ

とを申し上げておきたいと思います。 

   以上です。 
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○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） べに花温泉ひなの湯の

２号源泉ケーシング調査と併せてといいます

か、それを考えながらさらに３号源泉の調査

をというふうに私申し上げておりますけれど

も、いつ始めるか。２号源泉がトラブルを起

こしたら直ちにもう次のことについて調査し

ないと、今の説明ですと、うんと手間がかか

る仕事であればなおのこと早くスタートすべ

きなのではないかと思いますが、この辺はも

う町長のご判断なども必要なんではないかと

思うんですが、いかがでしょうか。この１点

だけもう一回お聞きします。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 ひなの湯の原泉のトラブルに

つきましては、昨年もおととしも発生いたし

まして、その都度、ひなの湯の営業をストッ

プしなければいけないと。その上で安全確認

ができ次第、再開というようなことがあった

わけでございます。今後もそういったことが

ありますと、非常にひなの湯の経営自体にも

重大な影響を及ぼすことが想定されますので、

振興公社としては、できるだけ早い時期に新

しい源泉、安定したお湯の供給ができる源泉

の確保を町当局にお願いしたいという考えを

持っておりますし、それを受ける町側といた

しましてもそれに応えなければいけないと。

毎日約800名の温泉の利用者がおられますの

で、そういった方、中には本当に毎日来てく

ださる方もおられますので、そういった方々

に対してお風呂が入れないというような状況

が生じないように応えていたかなければとい

うふうに思います。 

   ただ、今７番議員おっしゃったように、新

しい源泉を掘るとなると手続が非常に複雑と

いうか、時間を要します。おっしゃるとおり

です。温泉審議会のほうに諮りまして、そち

らの許可をいただかないと掘ることができな

いということになっておりますので、トラブ

ルが発生した時期から温泉協会さんのほうに

ご相談に行ったりとか、あるいは県の主導部

署のほうにもお話をさせていただいたりはし

ております。そういったことで事務手続にす

ぐに着手できるような用意はしておりますけ

れども、町長のご判断をお待ちしているよう

な状況もございますが、議会のほうからもご

理解をいただければというふうに思います。 

○丹野貞子議長 以上で７番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   次に、「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） まずは、22、23ページ

の商工の中で、一般質問でも、ここの補正の

質疑でもいろいろ出ました道の駅について、

まずはお尋ねします。 

   町長も、ここをこのまま続けるべきか、い

つまでずっと続けられるのか、当面はそのま

まですが、将来はどこにかというふうなこと

も一つの大きな課題だなという認識を持って

いらっしゃるようで、私ももうそろそろあそ

こを道の駅というのを外して、新たな道の駅

をということを３月定例会で言おうとしてい

たら、家族にコロナが出て一般質問できなか

ったんでありますが。 

   まず、あそこを道の駅を外すべきだという

ふうに感じている第１番目の要素は、道の駅

が今どこでも人気すごくあるんですが、一番

人気ある要素は何かといったら、何といって

も産直です。産直に集まるんです。残念なが

らうちのあそこは産直ができないということ

なので、産直のない道の駅というのは非常に

難しいのが今の時代で、産直以上の人を集め

られる人気ある何かがあればいいんですが、

それがない中でいくと、やっぱり今の時点で

は産直に頼るしかないのかなと考えると、あ

そこの道の駅はだんだんと変えていくという

ことに考えるべきではないかなというふうに
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は思っております。 

   でも、予算的にもちゃんと今回もう道の駅

を当面はやるという町長の意思のようでござ

いますので、まず、道の駅ということでお尋

ねしますが、設計料に76万円組んであります。

大体７％が設計料と組みますと、大体1,000

万円ぐらいの工事かなというふうに考えます

が、その中身、どんなことを工事する、どう

いうふうな設計を頼むのか、それについてま

ず先にお尋ねしておきます。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 22

ページ、23ページの７款１項４目観光施設費

の道の駅河北費の中の設計委託料76万円とい

うことなんですけれども、どのような設計を

するか、何の設計をするかということなんで

すけれども、設計の今考えている内容としま

しては、玄関口タイル、損傷しているところ

ありますのでその張り替え、それから玄関口

のアプローチのほう、ちょっと色がついてき

たりしているのでその辺の修繕、あとは外部

のガラリ、フード、鳥の巣が入ったり、あと

そこからちょっと水が入ったりするような、

雨が風にあおられて入ったりするような作り

にもなっているというのでその辺の交換、あ

とは展望台の防水シート、少し雨が入るよう

にちょっと穴が空いているようなところも見

受けられましたので、その展望台の防水シー

トの張り替え、あとは窓回りでシーリングが

ちょっと剝がれてきているところも見受けら

れているので、その辺の打ち替え、大体外装

のところが主な部分です。あとは自動ドアの

設置について２か所ということですね。その

辺を考えているところです。 

   ただ金額に関しては、やはり設計が出ない

うちはまだはっきりと金額はちょっと分から

ないところでございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） おおよそのことは前言

っていたのと同じようでありますが、要する

に３階に食堂を７月頃にはオープンしたいと

いうお話の中で、３階のほうは工事しなくて

いいのかな、そのままでできるわけではない

とは思うんですが、それは前の予算で大丈夫

か、組んであるので。 

   それでは、３階の食堂についても一緒にお

尋ねします。先ほどの道の駅の一番の人気は

産直と言いましたけれども、産直の次に何に

集まるかといったら、やはりご当地グルメだ

そうです。だから、ぜひ３階に、今のところ

振興公社にお願いして、振興公社に食堂をや

っていただくような流れのようですが、ぜひ

ご当地グルメ、こだわっていただきたい。単

なる食堂をするではなくて、やはり道の駅に

集まるというのは産直かご当地グルメだとい

うのが２つの大きな集客力のあるものだそう

です。産直が無理だとしたら、ぜひご当地グ

ルメをしっかり考えてやってほしい。 

   前にも何回か申し上げましたけれども、今

河北町に肉そばではかなりお客さん集まって

おります。行列できるほど集まっております。

また、ソースカツですか、あれにもかなり集

まっているようでありますが、いずれにせよ

肉そばですと団体客お断りというふうな形に

なっております。ひなまつりとかいろんなで

旅行業者がバスで来ても、残念ながらバスで

食べられるところがない。そのために何台も

来たバスが皆、寒河江市に行ってチェリーラ

ンドで食事を取るという流れだったです、今

までね。ですから、ぜひご当地グルメにこだ

わって、団体客が河北町のご当地グルメを食

べられるような道の駅にしてほしいというこ

とを私は思うんでありますが、いかがでしょ

うか。 
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○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 ８番議員おっしゃるように、

ご当地グルメにこだわった道の駅、立地条件

からして様々な点で他の道の駅に比べて不利

なところは数えたら切りがないんですが、せ

っかくあるものをうまく使うということで、

河北町内にある食文化、これをうまく使いま

して３階のほうでは食事として提供したいと

思いますが、ただそこで完結するのではなく

て、そこで味わっていただいたものが、さら

に本格的に町内にはお店が数店ありますとい

うようなことで町の中のほうに誘導できるよ

うな、そういったやり方を考えていきたいと

いうふうに今思っております。 

   ご存じの方もいらっしゃるかとは思います

が、これは前に担当した商工観光課長の提案

だったんですが、米沢市の道の駅のほうに米

沢市内のいろんな飲食店のカードというんで

しょうかね、ご紹介してあるようなものが並

べてありまして、それを持ってそこのお店に

行きますと、何か飲物がついたりとか、ある

いは割引が受けられるとか、そういった工夫

をして米沢市内のほうの飲食店に誘導すると

いうようなやり方を取っているというような

こともございましたので、そんなことも参考

にさせていただきたいと。あるいは最近話題

になっておりますのが、ガチャガチャという

カプセルの中に入った景品の中にそういった

飲食店の特典、あるいは割引などを入れてお

くというようなやり方もあるのではないかと

いうことで振興公社のほうで何か考えている

こともあるようでございます。 

   それから、ご質問されようと思ってちょっ

と止まってしまったようにお聞きしたんです

が、３階にかける経費でございますが、前に

入る予定だった地域商社さんのところではや

はり本格的にやりたいということで、かなり

経費をかけた改修が必要だったことがござい

ました。今後何年使えるかということもござ

いますので、その辺も踏まえまして、振興公

社としては振興公社で使えるもの、あるいは

町のほかの施設で今使っていないようなもの

で再利用できるようなものを使いまして、で

きるだけ経費をかけないで再開したいという

ふうに考えているところでございます。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） ３階の部分を聞かなか

ったのは、補正予算ですので予算にないもの

を聞いては悪いかなと思いましてね。76万円

の設計委託料とありましたので、そこだけお

尋ねしたところであります。 

   たとえあそこが将来にわたって道の駅を外

したとしても、そもそもはあそこを道の駅に

最初にしたとき２階、３階と、２階に何する

かといったら、あそこは最上川文化というか、

あそこに水槽を置いて、最上川に生息する動

物をあそこで飼ったり、結構最上川にこだわ

っていたんですね、最初の道の駅は。ですか

ら、やっぱりそういう意味では最上川という

母なる川があるわけですから、そのそばに建

っているということですので、将来的には道

の駅を別なところにしたとしても、まだまだ

私は生かせる部分はあるし、あそこの最上川

のところで今人気あるバーベキューだったり、

あるいは芋煮会だったり、いろんな中でお手

伝いできる部分もあるだろうし、私はそれな

りにあそこはあそこで生かせるところがある

かというふうに思いますので、私は個人的に

は別な場所、今のいろんな方からは、産直あ

るところ、プールあるところ、温泉あるとこ

ろと言いますが、私は全く違うところに新た

な道の駅という考えを持っておりまして、今

ここでは別に申し上げませんが、ぜひあの施

設もそれなりに、当面、町長は道の駅として

やるわけでありますから、ぜひ３階、ご当地

グルメにこだわった中で集客を図ってにぎわ
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いをつくっていただきたいということを申し

上げて、質疑は終わります。 

○丹野貞子議長 以上で８番佐藤修二議員の質疑

を終わります。 

   次に、「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 私からは１点だけお伺

いしたいと思います。30ページ、10款４項４

目芸術文化財振興費、文化財振興ということ

で…… 

○丹野貞子議長 マイクが遠いんですけれども。 

○９番（鈴木英友議員） すみません。30ページ

の10款４項４目で芸術文化振興費ということ

で100万円の補正が組まれているわけですけ

れども、その財源としましては31ページにあ

るとおり、文化財費ということで文化財保護

事業補助金から充てられているんですけれど

も、この内容を具体的にちょっとお聞かせい

ただきたい。よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 「日下部生涯学習課長」 

○日下部敦子生涯学習課長 今お尋ねありました

30ページ、31ページ、10款４項４目芸術文化

振興費、文化財保護事業補助金についてでご

ざいます。 

   この補助金の内容につきましては、紅花資

料館の近くにあります安部権内家でございま

すが、この建物の母屋のトイレを水洗式に改

修する。それから、新座敷のほうの浴室がご

ざいますが、そちらの下屋が今年の冬の雪で

破損したということで、そちらの修繕という

ことを予定しております。それに対する補助

金ということでございます。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 分かりました。確かに

紅花資料館のほうにはいろいろ文化財的なも

のがありますけれども、それ以外にも町なか

には埋もれている文化財といいますか、結構

あるかと思いますので、今後につきましては

その辺の調査等も含めまして、いろいろと前

向きに予算も編成いただければありがたいと

いうふうに思います。 

   終わります。 

○丹野貞子議長 以上で９番鈴木英友議員の質疑

を終わります。 

   次に、「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 私から１点質問をさせ

ていただきます。16ページの３款２項、５番

石垣光洋議員と若干重複する部分もあるんで

すが、この補正予算の適用について確認をさ

せていただきます。 

   現在、４つの学童保育施設について、溝延

さくらクラブさん以外は隣接のものでありま

す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・それに対し、今回エアコンの改修費とか

ということが適用になるというお話を聞きま

したが、それに伴い、どのような範囲で今回

適用になるのかお聞きしたいと思っておりま

す。 

   例えば、子供が使うものなので、建物の破

損とか、老朽化に伴う改修費用がまず適用に

なるのか。また、ちびっこ放課後西里学童ク

ラブさんに関しましては、土地・建物は隣に

あります山田設備さんからお借りして賃貸料

が発生していると。そういった賃貸料も適用

になるのか。また、同じく西里のちびっこ放

課後西里学童クラブさんでは、他地区からの

送迎のために自前のバスを利用して送迎され

ている。現在そのバスの費用についても運営

委託側で負担しているという状況の中で、年

間300万円くらいは経費としてかかっている。

それについては、ガソリン代とか車検代とか

も含まれるかと思うんですけれども、そうい
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ったものが今回の補正額で適用になるのか。

お聞きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後２時３８分 

     再 開  午後２時４１分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   それでは、「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 エアコンの件であり

ますが、今回の対象としまして国の放課後児

童健全育成事業のメニューの中に入っている

ものでありますので、その対象とさせていた

だいたところです。 

   今後どういったものということですが、子

供の環境整備を図るものということで、やは

りエアコンの設置とか、エアコンの改修とか

更新に係るものとか、ストーブなど、そうい

うものになります。 

   あと、バスの送迎支援事業なのですが、今

回の補正の委託料の中にも送迎支援事業とい

うことで、金額は中身には入っているところ

であります。こちらはガソリン代のみ補助と

いうことで国の要綱に決まっているとおりで

あります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。

ちょっと分かりづらい質問で大変申し訳ござ

いませんでした。溝延のさくらクラブさんは、

皆様もご存じのとおり、町立のものを利用し

て学童保育をされていると。・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

   以上、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で11番奥山英幸議員の質疑

を終わります。 

   次に、「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 私のほうからは１点だ

け質問させていただきます。23ページ、７款

１項４目べに花温泉ひなの湯のケーシング調

査業務委託料の220万円についてお尋ねいた

します。 

   先ほど仲野補佐のほうからもいろいろ同僚

議員に対する回答がございましたので、おお

よそのことは分かったんですが、今回のケー

シングという ふうな調査というのは、濁りが

出たからその濁りの一応調査をやるというふ

うな内容と、あと最近温度が下がっていると、

そういうふうな内容も兼ね備えてのことだと

思うんですが、まず、それでよろしいのかち

ょっとお尋ねしたいです。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 今

ご質問ありましたこのケーシング、どういう

わけでということなんですけれども、おっし

ゃるとおり濁り、令和４年度の１月、それか

ら令和４年の12月に２回、濁りがあったとい

うのがまず原因の一つ。あと、この濁りのほ

か、源泉の温度が２月から低下してきたとい

うのもありまして、この濁りと温度低下があ

ったために調査ということで間違いございま

せん。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ２号源泉は地下780メ

ートルから掘っているというふうな状況にあ

ります。そして、今回のケーシング調査とい

う内容が、どの程度まで深度を深めていって

入っているパイプの中を調査するのかと。そ
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して、その調査の結果が例えば悪く出てしま

って、濁りが３日、４日、１週間と続いたと

か、そういうふうな状況にならないようなチ

ェックなのか、その辺のところをちょっとお

尋ねしたいと。 

   そして、ひなの湯の今の休みというのは１

か月に１回、２回というふうな内容で決めら

れていますので、その期間だけで間に合うの

か。また、今回この予算が可決すれば、どの

タイミングでどういうふうなことをやろうと

するかというやつをちょっとお尋ねしたいと。

これからお盆を迎えますよとか、いろんな方

が来るときに、ひなの湯に濁りがあってお客

さんが入れないというふうな内容は是が非で

もやっぱり避けたいなというふうに思います

ので、計画、推測で結構ですので、こんなこ

とを考えていますよというやつをお尋ねした

いです。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 こ

ちらのケーシング調査、どのような調査なん

だということなんですけれども、まず一つ、

温度計測、どの時点で温度が下がっているの

かというのをまず温度調査、あとは口径調査

ということでケーシングの幅、管の内部に、

管といえばかすですね。かすがどの程度たま

っているのかというふうな調査をします。こ

の調査をする際、ご指摘あったとおりやはり

濁りは出ます。この濁りが出ますので、この

調査に当たりましては、予定としましては９

月の定休日を絡めた数日間で行いたいという

ふうに考えております。調査自体は２日程度

で終わるよというふうに聞いております。な

ので、余裕を持って数日間はそこはお休みし

て調査をしたいというふうに考えております。 

   濁り対策は、今現在は通常は濁りは出てい

ませんので、検査する際若干濁る可能性があ

ると。 

   あとは、今後の流れ、例えば調査の後のス

ケジュールになるんですけれども、この９月

の調査終わりましたら、実際、対応策としま

しては二重ケーシング、管の中に一回り小さ

い管を入れるというのが考えられます。これ

が結局この調査次第でどのようなというか、

そのケーシングはどの程度できるのかという

のが分かるわけですけれども、その二重ケー

シングの予算につきましては12月補正で上げ

たいなというふうに考えております。予算が

通り次第、すぐ工事に入れればというふうな

考えでございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ありがとうございます。

先ほど同僚議員のほうからもお話があったよ

うに、やっぱり源泉一本ではなかなか不安か

なというふうには私、感じます。そして、う

まくいけばまた数年は使えるかもしれません

が、新しいお湯を掘りましょうとなったとき

に、やっぱりキックオフしてから３年間ぐら

いかかるんではないかなというふうに推測さ

れます。そうしたときにやはり一刻も早く動

く必要があるのかなというふうには思ってい

ますんで、２号源泉の修復と併せて、３号源

泉のほうについても前に進めるような形でぜ

ひお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 以上で12番吉田芳美議員の質疑

を終わります。 

   次に、「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 私からは２点お願いい

たします。 

   21ページ、６款３項１目水産業費、水産業

成長産業化支援事業費負担金２万9,000円、金

額的には少ないんですけれども、この負担金

というのはどのような内容の負担金か。何か
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この言葉が私初めて聞いたもので、ちょっと

内容的にどのようなものか教えていただきた

いと思います。 

   それから、もう何遍も７番議員、12番議員、

先ほどもおっしゃられました22ページ、７款

１項４目べに花温泉ひなの湯費ですね。べに

花温泉ひなの湯の第２号源泉の濁りと温度の

低下の原因調査のためというふうに説明がご

ざいましたけれども、どの程度の温度低下な

のか。今現在の温度はどのぐらいの温度があ

るのか、そこら辺も教えていただければと思

います。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 お

答え申し上げます。 

   21ページ、６款３項１目水産業費でござい

ます。水産業成長産業化支援事業費負担金と

いうふうになってございますけれども、これ

は県の補助事業のメニューの名前でございま

す。中身的に言いますと、最上川第二漁業協

同組合さんのほうで、寒河江市内にあります

寒河江川の鮭人工ふ化場、こちらの非常用ポ

ンプが破損していると、修繕が必要だという

ことで、県の山形県水産業成長産業化支援事

業というメニューを使いまして修繕をしてい

きたいというものでございます。 

   最上川第二漁協、寒河江市さんと河北町と

でなってございますので、寒河江市さんのほ

うで補助申請をしていただいて、それに対し

て河北町分を負担金として、寒河江市さんと

一緒になって最上川第二漁協に補助をしてい

くというような中身でございます。補助事業

の中身としましては、県事業費として３分の

１、市町村の補助分として６分の１、合わせ

て２分の１で、市町村の補助分ということで

６分の１でありますけれども、これを寒河江

市さんと２分の１ずつ折半してというような

持ち出しになります。 

   以上でございます。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 お

答えいたします。 

   今、ひなの湯２号源泉のほうの温度につき

ましてご質問いただきました。２号源泉の温

度のほうなんですけれども、本来であれば約

50度ほどございます。これが２月の末から低

下しまして、大体２月、３月あたりは約47度

で、今現在上がりまして約48度程度の温度と

なっております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。やはり聞き慣れない６款３項１目の水産

業ですけれども、聞き慣れない言葉だったの

で、こういう事業もやっぱり海のない私たち

の町にもいろいろ水産業も関わっているんだ

なということで、初めて知りました。ありが

とうございました。 

   先ほどのひなの湯温泉、やはり何か原因が

あってこういう温度が下がったんだろうと思

いますけれども、温度がまた上がったという

こともありまして、徐々に回復というふうに

取ってよろしいのかどうか、そこら辺の考え

方、あとは、湯量はどうなのでしょうか。そ

の湯量のことについてもちょっとお尋ねをし

たいと思います。 

○丹野貞子議長 「仲野商工観光課長補佐兼観光

振興係長」 

○仲野和人商工観光課長補佐兼観光振興係長 直

接この中が見られないものなので、はっきり

したこと、なかなか言えないところではござ

います。まず、回復したのかということなん

ですけれども、温度低下で考えられるのがこ

のケーシング、管のほうに亀裂が入っている

のではないかと。そこから地下水が入り込ん
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で温度が下がったのではないかというふうに

推測されると。一旦47度、若干下がったのが

また上がったというのも、そのときの２月、

３月あたりがちょっとまだ冷えたというか、

冷たい地下水の温度の関係とかもあるのかな

という、勝手なというか想定でいるところで

ございます。 

   数字だけ見れば一応回復はしているという

か、ただ48度で止まっているというか、その

辺、そこから上がっていないので、完全な回

復には至っていないと。まだ地下水は当然、

亀裂は一人では直らないでしょうから、やは

り亀裂は入ったままだということで、これは

早急に対応は必要だというふうに考えている

ところです。 

   あと、もう一つ心配いただいている湯量に

関してなんですけれども、湯量のほうは特に

問題なく出ていると、確保できているという

ところです。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） やはり町民の皆様も、

町外の皆様もひなの湯を大変愛して、毎日ご

利用なさっている方が多いですので、やはり

資源を大切に使っていただいて、きちんとし

たメンテナンスを施して長く使っていただけ

ればいいなと思っております。 

   以上で終わります。 

○丹野貞子議長 以上で14番細矢誓子議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第41号令和５年度河北町一般会

計第３回補正予算については、原案のとおり

可決しました。 

   議長から申し上げます。 

   ここで15時10分まで休憩といたします。 

     休 憩  午後２時５８分 

     再 開  午後３時１０分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   議長から申し上げます。 

   先ほどの議第41号に係る11番奥山英幸議員

の質疑の中で、発言を取り消したい旨の申出

がありますので、これを許可します。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 先ほどの質疑におきま

して、一部誤解といいますか、町があまり動

いていないのではないかという趣旨の発言が

ありましたが、正確にちょっと確認を取れて

いない発言でございますので、訂正ではなく

て発言の取消しを求めます。よろしくお願い

します。 

○丹野貞子議長 ただいまの説明のとおり、発言

の一部を取り消すことに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、申出の部分の発言を取り消すこと

に決定しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第42号令和５年度河北

町水道事業会計第１回補正予算についてを議

題とします。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （７番の通告あり） 

   ７番だけですか。 

   それでは、「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 議第42号水道事業会計

の第１回補正予算案でありますけれども、７

ページ、１款１項１目修繕料1,585万5,000円
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でありますけれども、既に議員全員協議会な

どでも説明はいただいておりますが、一回議

事録に残るところでしっかりとその状況につ

いて確認をしておきたいというふうに思いま

す。 

   昨年７月ですかね、落雷があって、治部橋

水源地が機能を停止しているということであ

りました。緊急事態対応施設であるのに、ず

っと機能停止中であるという問題があります。

対応が迅速でなかったというふうに思われる

ところがあることと、特に議会との情報共有

という点で、私どもが知り得たのはずっとそ

ういった事態が起きてから後であったという

問題などがありますけれども、そういったこ

とについて町としてどんな判断をしているか

お聞きしておきたいと思います。 

○丹野貞子議長 「大泉上下水道課長」 

○大泉正博上下水道課長 それでは、お答えいた

します。 

   まず、昨年の落雷による被害という部分で

ありますけれども、令和４年の８月27日に発

生した落雷による、それが原因によって過電

流が発生したということで、治部橋水源地に

施設関係の損傷を受けたというふうな状況に

なっております。実際発生してから報告がか

なり遅くなったという部分につきましては、

結果といたしまして対応の遅れ、報告の遅れ

を招いたということは、危機管理の意識が足

りなかったのかなということで深く反省して

おります。やはり、治部橋水源地の役割とい

うものをしっかり認識して対応すべきだった

ということで、そこの部分については改善し

ていかなければならないというふうに思って

いるところであります。 

   復旧につきましては全員協議会のほうでも

説明させていただいたわけなんですけれども、

内容につきましては、部品の交換や代替品を

活用して早期に復旧を進めるように、再度業

者のほうと協議しましていろいろな手配をし

ていただいて、早期復旧にこぎ着けることが

できる見込みが立ったということで、今回予

算のほうを計上させていただいたというふう

なものであります。 

   あと、修繕工事という部分の中では、今後

の再発防止という部分でやはり対応していか

ないと、今後同じようなことはあってはなら

ないということがありますので、再発防止策

として避雷器の設置ということで、今回治部

橋の水源地のところで直接落雷によって被災

したというものではなくて、近くに落ちたも

のが過電流として治部橋水源地のほうに入っ

てきたというものが想定されるわけなんです

けれども、実際どこから入ってきたか特定す

ることはできないということで、今回の再発

防止対策につきましては、可能性あるところ

についてはそういった避雷器を設置していこ

うということで、引込み中の部分と、あとは

地下のほうの設置、アースの部分ですけれど

も、そちらのほうとか、あとはやはり本体と

なる制御盤のところにそういった避雷器をつ

けて、今後同じようなことがないように対策

として続けていきたいというふうなものであ

ります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 議会との情報共有が、

落雷被害があってすぐに議会に報告になれば、

議会としては、緊急事態対応の施設、ほかの

ところで水が足りないとか、ああいうときに

はそこから給水車に水をくんで遠くまででも

持っていくような、そういった対応もする施

設でありますから、最大限急ぐようにという

ようなことでいろいろ要望が出て、もっと早

くなったかもしれないと。議会に報告になっ

てから同じようなことが言われて、頑張って

いただいて、当初の予定よりは前倒しに復旧
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の見通しを立てられたということもあります

ので、ぜひ情報共有もしっかりして、それで

進めてもらえるようにしてもらいたいと思い

ます。こういったことについて、町全体とし

ての教訓化みたいなのはしておりますか。危

機管理としていかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 このたびの反省点については、

治部橋の当該問題ということでなく、危機管

理上しっかり共有しながら、もちろん組織の

中でもそうですけれども、縦横の連絡も含め、

また議会への情報提供、説明も含め、しっか

り対応する改善策のほうにつなげていきたい

というふうに思っております。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 質疑を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で７番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第42号令和５年度河北町水道事

業会計第１回補正予算については、原案のと

おり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第43号河北町町税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 議第43号河北町町税条

例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。 

   令和５年度の税制改正に伴い、地方税法等

の一部を改正する法律が公布されたことによ

り、町税条例の一部を改正するものでありま

す。 

   第24条の２第２項は、所得割の額から控除

できなかった金額がある場合は、翌年度の森

林環境税に充当することができる改正であり

ます。 

   第28条の２第２項は、給与所得者の扶養親

族等申告書の記載事項の簡素化による改正で

あります。 

   第28条の２第３項から第６項までは、項ず

れの反映であります。 

   第31条は見出しを改め、第１項は文言の整

理、第３項は森林環境税の賦課の方法につい

て規定する改正であります。 

   第33条は、納税通知書に森林環境税額を追

加する改正等であります。 

   第35条第１項は、森林環境税の特別徴収に

ついて規定を改正するものであります。 

   第２項、第３項、第５項、第６項は文言の

整理であります。 

   第38条第１項及び第２項は文言の整理であ

ります。 

   第38条の２第１項は、年金からの特別徴収

に森林環境税額を追加するものです。 

   同条第１項第２号及び第２項は文言の整理

であります。 

   第38条の６第１項及び第２項は文言の整理

であります。 

   第64条第１号ａは、ミニカー区分の種別割

から３輪以上の特定小型原動機付自転車を除

外する改正であります。 

   附則第12条の２第４項は、環境性能割に不

正を行ったメーカーに対して、納税不足額を

徴収する際に加算する割合を変更するもので

あります。 

   附則第13条の２第３項は、種別割に不正を
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行ったメーカーに対して、納税不足額を徴収

する際に加算する割合を変更するものです。 

   本則の附則第１条はそれぞれの施行期日を

定め、第２条は町民税に関する経過措置を定

め、第３条は軽自動車税に関する経過措置を

定めるものであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （７番の通告あり） 

   ７番木村章一議員。 

   それでは、「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 議第43号町税条例の一

部を改正する条例について、タブレットだと

11ページあたりなっていますかね。第64条の

部分で、軽自動車税の課税区分の変更部分な

んですけれども、具体的に町民に関わりのあ

る部分かなとも思うんですけれども、電動キ

ックボードというのがあって、それが一部は

原付並みのまま残るんですが、ある特定の以

下の部分が自転車並みに区分されるというよ

うなものなのではないかと思うんですが、そ

の辺、少し詳しく説明してもらいたい。 

   それと、そういう場合にその周知、いつか

ら、これが７月１日からですかね。16歳ぐら

いからそれが使えるなどということもあるよ

うですので、少し具体的に説明を求めます。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 第64条の種別割の税率

についてのご質問であります。 

   これまで電動キックボードは、原動機付自

転車として区分されておりました。ですので、

原動機付自転車は50cc以下の場合は2,000円

という形で課税しておりましたが、このたび

特定小型原動機付自転車という車両区分が新

たにその原動機付自転車の中に項目として設

けられました。ですので、これまで登録して

ある電動キックボードは原動機付自転車とし

て登録されておるのですが、これから登録す

るに当たって特定小型原動機付自転車という

車両区分ができましたので、その条件に合え

ば原動機の定格出力が0.6キロワット以下で

あること、長さが1.9メートル、幅が60センチ

メートル以下であること、あとは最高速度が

20キロメートル以下であることということの

条件をクリアすれば、原動機付自転車の中の

特定小型原動機付自転車という枠に入ります

ので、税額は同じでありますが、これまでの

原動機付自転車として登録されている電動キ

ックボードと、これから登録する特定小型原

動機付自転車のキックボードとはちょっと異

なる性質のものであると認識しております。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 ただいまのご質問

の中で周知の部分ということでご質問を頂戴

いたしましたので、道路交通法の一部改正が

関係してまいります。私どものほうで周知す

る案件かなと思いましたので、ちょっと手を

挙げさせていただきました。７月１日からの

道路交通法一部改正ということでございます

ので、しかるべきタイミングで町民の皆様に

もこれを周知していくように努めてまいりた

いというふうに考えております。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 利用者といいますか、

それを見る一般町民からも原付のような対応

をするものと、原付の対応にならないといい

ますか、それの見分け方みたいな、少し情報

いただければと思うんですけれども。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 今までのキックボード、

いわゆる原動機付自転車として登録してある

キックボードと、これから特定小型原動機付

自転車として登録する車両との見分け方でご

ざいますが、現在河北町に１台だけ電動キッ
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クボードで原動機付自転車として登録されて

いるものがあると聞いております。当然その

車両には50cc以下のバイクと同じナンバープ

レートをつけております。ですが、このたび

７月１日より特定小型原動機付自転車という

区分が設けられましたので、その車両として

登録する場合には、今までの原動機付自転車

50cc以下のナンバープレートとは別に、10セ

ンチメートル四方ぐらいのナンバープレート

を今作成中でございますので、それを車両に

張りつけて区分するところでございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） その区別された特定小

型原付自転車については、免許はどうなるん

でしょうか。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 お尋ねの特定小型

原動機付自転車、こちらの免許につきまして

は不要ということになります。ただし年齢制

限がございまして、16歳以上であることが要

件となります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 以上で７番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第43号河北町町税条例の一部を

改正する条例の制定については、原案のとお

り可決しました。 

○丹野貞子議長 日程第３、請願付託案件の常任

委員長報告、採決を行います。 

   総務産業常任委員会委員長、５番石垣光洋

議員から報告を求めます。 

   「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 総務産業常任委員会の

報告をいたします。 

   本定例会において、総務産業常任委員会に

付託されました請願第１号食料・農業・農村

基本法の見直しに関する請願について、審査

の経過と結果についてご報告申し上げます。 

   去る６月６日、本会議散会後、委員会室に

おいて、委員全員と事務局から田川局長と須

藤係長が出席し、説明員として宇野農林振興

課長の出席を求め、委員会を開催いたしまし

た。 

   請願の趣旨は、食料・農業・農村基本法の

見直しに際しては、食料安全保障の強化、再

生産に配慮した適正な価格形成、その実現に

向けた国民理解の醸成・行動変容、農業の持

続的な発展に関する施策及び農村の活性化に

関する施策などが必要となる。 

   その一方で、人口減少・高齢化が深刻化す

る中、持続可能な農業生産には、その基盤と

なる農村の振興は欠かすことができず、農業

振興と農村振興は両輪として一体的に進める

べきである。 

   食料・農業・農村基本法の見直しに関して、

「多様な担い手」をしっかりと位置づけるこ

とやゲタ対策等の経営所得安定対策、個々の

農家に対する新たな直接支払制度の導入を含

めた施策全般にわたる見直しを行うことを求

める意見書を、政府に対し提出することを求

めるものであります。 

   委員会では、日本の農家にとって不安な状

況が続き、農業を将来にわたって継続して担

っていくことに危機感が持たれている中、国

が農家を守っていくための施策全般にわたる

見直しの必要がある。大規模農家だけでなく、
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兼業農家などの多様な担い手の位置づけをし

っかりとすることで農地を守っていかなけれ

ばならないなどの意見が出され、採決の結果、

全会一致で採択と決定いたしました。 

   以上、本委員会での審査の経過と結果につ

いて申し上げ、委員長報告を終わります。 

○丹野貞子議長 請願第１号食料・農業・農村基

本法の見直しに関する請願については、委員

長報告では採択であります。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本請願を委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、請願第１号食料・農業・農村基本

法の見直しに関する請願については採択と決

定しました。 

○丹野貞子議長 日程第４、議員の派遣について

を議題とします。 

   採決します。 

   お手元に配付のとおり、議員を派遣するに

賛成の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議員の派遣については原案のとお

り派遣することに決定しました。 

   ここで議長から申し上げます。 

   議会運営委員会に協議をお願いする事項が

生じましたので、議会運営委員会の開催をお

願いします。 

   議会運営委員の方は、委員会室にお集まり

くださるようお願いします。 

   議会運営委員会が終了するまでの間、暫時

休憩します。 

     休 憩  午後３時３４分 

     再 開  午後３時４３分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   お諮りいたします。 

   間もなく４時になろうとしていますが、本

日の日程が終了するまで時間を延長したいと

思います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の日程が終了するまで時間を

延長いたします。 

   新たに議案が提出されましたので、議会運

営委員会に協議をお願いしましたところ、本

日の議事日程に追加して審議、採決を行うこ

とになりました。 

   お諮りします。 

   議会運営委員会の決定のとおり、本日の議

事日程に追加し、審議、採決を行うことに異

議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の議事日程に追加することに

決定しました。 

   これから追加日程を配付させますので、配

付が終わるまでそのまま休憩します。 

     休 憩  午後３時４４分 

     再 開  午後３時４６分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第５、閉会中の議会運営に

関する事項及び議長の諮問に関する調査の許

可についてを議題とします。 

   お諮りします。 

   議長から議会運営委員会に、議会運営に関

する事項及び議長の諮問に関する調査をお願

いしたいと思います。 
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   これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本案については議会運営委員会に

付託することに決定しました。 

○丹野貞子議長 追加議事日程第１号に入ります。 

   日程第１、議案の上程を行います。 

   議員発議第３号 食料・農業・農村基本法

の見直しに関する意見書

の提出について 

   以上の議案を上程します。 

○丹野貞子議長 日程第２、提案理由の説明を行

います。 

   提案者から提案理由の説明を求めます。 

   「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 提案理由の説明を行い

ます。 

   議員発議第３号食料・農業・農村基本法の

見直しに関する意見書の提出について、提案

理由の説明を申し上げます。 

   この意見書は、衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣に意

見書を提出するものです。 

   その内容につきましては、お手元に配付し

てあります意見書の朗読をもって説明に代え

させていただきます。 

   食料・農業・農村基本法の見直しに関する

意見書 

   政府・与党による食料・農業・農村基本法

の見直しは、法案の具体化や見直しに即した

基本計画の検討を前に山場を迎えており、食

料安全保障の強化、再生産に配慮した適正な

価格形成、その実現に向けた国民理解の醸

成・行動変容、農業の持続的な発展に関する

施策及び農村の活性化に関する施策など、多

岐にわたる論点を踏まえた法整備、関連施策

の充実・再構築、万全な予算措置が必要とな

る。 

   その一方で、人口減少・高齢化が深刻化す

る中、持続可能な農業生産には、その基盤と

なる農村の振興は欠かすことができず、農業

振興と農村振興は両輪として一体的に進める

べきであり、基本法の見直しに当たっては、

農業・農村施策のフレームワーク全体の見直

しも求められる。 

   将来にわたり国民へ安定的に食料を供給し

ていくため、多岐にわたる基本法の見直しに

際し、特に下記の事項について、生産現場の

声として強く要望する。 

記 

   １． 認定農業者等の担い手はもとより、

「多様な担い手」が果たす役割は極めて大き

いため、農村振興のみならず、農業振興の観

点からも「多様な担い手」を基本法にしっか

りと位置づけること。 

   ２． 水田活用の直接支払交付金の見直し

に止まらず、ゲタ対策等の経営所得安定対策

や、個々の農家に対する新たな直接支払制度

の導入を含めた施策全般にわたる見直しを行

うこと。 

   以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

   令和５年６月９日 

     山形県河北町議会 議長 丹野貞子 

   衆議院議長    細田博之 殿 

   参議院議長    尾辻秀久 殿 

   内閣総理大臣   岸田文雄 殿 

   財務大臣     鈴木俊一 殿 

   農林水産大臣   野村哲郎 殿 

   以上、よろしくお願い申し上げ、提案理由

の説明を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で提案理由の説明を終わり

ます。 

○丹野貞子議長 日程第３、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 
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   審議の際の議案の朗読は省略したいと思い

ます。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   議員発議第３号食料・農業・農村基本法の

見直しに関する意見書の提出についてを議題

とします。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議員発議第３号食料・農業・農村

基本法の見直しに関する意見書の提出につい

ては、原案のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 ここで、町長から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 閉会に当たりまして、一言お礼

を申し上げます。 

   ６月６日から本日まで慎重にご審議をいた

だき、全ての議案についてご可決賜りました

こと、厚くお礼を申し上げます。 

   また、審議過程でいただきました貴重なご

意見につきましては、今後の町政執行に十分

反映するよう努力してまいります。 

   議員の皆様には、町勢の発展と住民福祉の

向上のため、今後ともご指導、ご鞭撻くださ

いますようお願い申し上げまして、お礼の言

葉といたします。誠にありがとうございまし

た。 

○丹野貞子議長 以上で本定例会に付議されまし

た事件は全て議了しました。 

   これをもって令和５年６月河北町議会定例

会を閉会します。 

   大変お疲れさまでした。 

午後３時５３分  閉 会 
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